
明
朝
の
対
外
政
策
と
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序

朝
貢
体
制
の
構
造
的
理
解
に
向
け
て

檀

上

寛

門
要
約
M
　
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
に
関
す
る
従
来
の
研
究
は
、
中
国
王
朝
が
与
え
た
官
爵
・
見
解
か
ら
朝
貢
国
の
序
列
を
検
討
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

国
際
秩
序
を
原
理
爾
か
ら
考
察
し
た
も
の
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
東
ア
ジ
ア
世
界
に
働
く
国
際
秩
序
の
原
理
性
に
着
目
し
、
爵
制
的
秩
序
、
窟
僚
制

的
秩
序
、
宗
法
秩
序
の
三
秩
序
の
存
在
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
う
ち
朝
貢
体
制
を
支
え
る
の
は
前
二
者
の
専
掌
の
慰
臣
秩
序
で
あ
り
、
親
親
の
宗

法
秩
序
は
朝
貢
体
制
の
早
々
に
あ
る
諸
国
家
を
、
擬
制
的
血
縁
関
係
に
よ
り
中
国
中
心
の
国
際
秩
序
の
中
に
取
り
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
宗
法
秩
序

の
役
割
が
大
き
く
変
化
す
る
の
が
明
代
で
あ
る
。
明
は
対
外
関
係
を
朝
貢
鯛
度
に
一
元
化
し
、
極
め
て
厳
格
な
政
治
体
制
を
採
用
す
る
。
さ
ら
に
全
て
の

朝
曇
国
に
墨
縄
を
下
賜
し
て
宗
法
秩
序
を
適
用
し
、
華
夷
一
家
の
理
念
世
界
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
朝
貢
体
制
を
正
当
化
し
た
。
今
ま
で
朝
貢
体
制
と
無

縁
で
あ
っ
た
宗
法
秩
序
が
朝
貢
体
制
に
内
在
写
し
、
朝
貢
一
元
体
制
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
的
に
補
強
し
た
と
こ
ろ
に
明
の
特
徴
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吏
林
　
九
二
巻
匹
号
　
二
〇
〇
九
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
明
清
時
代
の
圏
際
秩
序
の
理
解
に
関
わ
り
、
明
代
の
朝
貢
体
制
か
ら
磐
代
の
互
市
体
翻
へ
と
い
う
図
式
が
、
今
日
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
①

主
張
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
シ
ェ
ー
マ
に
は
異
論
も
あ
り
、
学
界
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
互
市
体
制
と
い
う
概
念
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

定
自
体
が
可
能
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
含
め
、
今
な
お
議
論
が
進
行
中
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
、
立
論
の
前
提
に
あ
る
朝
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貢
体
制
な
い
し
朝
貢
制
度
に
つ
い
て
も
、
共
通
の
理
解
が
あ
る
か
と
い
え
ば
か
な
り
疑
わ
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
朝
貢
制
度
と
は
華
夷

秩
序
の
具
体
的
表
現
形
式
だ
と
の
一
般
的
理
解
は
あ
る
も
の
の
、
両
者
の
関
係
を
構
造
的
に
分
析
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。
せ
い
ぜ
い
徳
化
（
王
化
）
思
想
を
冊
封
・
朝
貢
の
論
理
に
結
び
つ
け
る
く
ら
い
で
、
そ
れ
以
上
に
掘
り
下
げ
た
考
察
は
必
ず
し
も
行
わ
れ

　
　
　
③

て
い
な
い
。

　
こ
う
し
た
中
で
、
朝
貢
体
制
（
罹
封
体
制
）
と
華
墨
秩
序
と
の
関
係
を
、
構
造
的
に
捉
え
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
研
究
者
が
西
嶋
定
生
氏
で
あ

る
。
氏
の
冊
封
体
制
論
は
二
つ
の
骨
子
か
ら
な
る
。
一
つ
は
、
塾
代
の
郡
国
璽
の
実
施
に
よ
っ
て
国
内
に
王
が
誕
生
し
た
こ
と
で
（
封
建
鯛
の

復
活
）
、
外
国
の
王
を
封
建
（
冊
封
）
し
て
、
国
内
の
政
治
的
秩
序
の
中
に
取
り
込
む
論
理
が
用
意
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。
今
ひ
と
つ
は
、
漢
代

の
皇
帝
は
国
内
向
け
に
は
皇
帝
号
を
、
ま
た
天
地
の
祭
り
や
外
国
向
け
に
は
天
子
号
を
使
い
分
け
た
こ
と
で
、
中
華
と
夷
柱
か
ら
な
る
天
下
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
う
場
で
の
爵
位
と
し
て
の
外
国
王
の
位
置
が
、
確
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
西
嶋
氏
は
こ
れ
ら
の
事
実
を
措
醸
し
た
だ
け
で
、

あ
と
は
冊
封
体
制
と
い
う
朽
葉
で
括
っ
て
論
を
展
開
し
た
た
め
、
国
際
秩
序
の
具
体
像
や
華
麗
秩
序
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
上
に
追
求

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
を
中
心
と
し
た
国
際
秩
序
の
あ
り
よ
う
は
、
冊
封
体
制
の
概
念
だ
け
で
は
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
。
西
嶋
氏
自
身
も
北
ア
ジ
ア
や
西
北
ア
ジ
ア
に
は
「
別
の
体
制
と
論
理
型
が
存
在
す
る
と
述
べ
、
最
初
か
ら
乱
民
体
制
の
対
象
地
域
か
ら
除

外
し
て
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
明
以
前
の
そ
の
地
域
に
は
君
臣
秩
序
と
は
全
く
異
な
る
国
際
秩
序
が
適
用
さ
れ
、
柵
封
体
制
と
並
存
す
る

形
で
機
能
し
た
。
つ
ま
り
、
中
国
王
朝
と
周
辺
諸
国
と
の
間
に
は
、
朝
貢
関
係
で
も
な
く
互
市
関
係
で
も
な
い
別
の
圏
際
関
係
も
あ
り
得
た
の

で
あ
る
。
換
介
す
れ
ば
、
国
際
秩
序
自
体
が
統
一
的
な
原
理
で
貫
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
原
理
が
複
雑
に
錯
綜
し
て
構
築
さ
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
端
的
に
言
っ
て
、
従
来
の
研
究
に
は
こ
の
原
理
へ
の
視
角
が
欠
如
し
て
お
り
、
そ
れ
が
朝
貢
体
制
へ
の
理
解
を
曖
昧
に
す
る
～
因
と
も
な
っ

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
朝
貢
体
制
と
は
ど
の
よ
う
な
原
理
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
。
こ
う
し
た
基
本
的
な
問
い
か
け
す
ら
、
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明朝の対外政策と東アジアの醒際秩序（檀上）

た
え
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
否
、
有
り
体
に
い
え
ば
、
朝
貢
体
制
を
原
理
の
面
か
ら
理
解
し
よ
う
と
の
発
想
自
体
が
、
存
在
し
な
か

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
国
際
秩
序
の
根
底
に
あ
る
種
々
の
原
理
を
ま
ず
耳
垂
し
、
そ
れ
ら
が
如
何
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
論
理
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
対
外
政
策
が
朝
貢
制
度
に
一
元
化
さ
れ
た
明
代
を
対
象
に
、
先
の
原
理

が
ど
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
明
代
独
自
の
国
際
秩
序
を
構
築
し
て
い
た
の
か
。
そ
の
意
味
と
特
徴
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
以
上

の
こ
点
を
中
心
に
検
討
し
て
み
た
い
。

①
最
近
の
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
岩
井
茂
樹
「
十
六
琶
紀
中
国
に
お
け
る
交
易

　
秩
序
の
模
索
…
…
互
市
の
現
実
と
そ
の
認
識
i
」
隣
編
『
中
麟
近
世
社
会
の
秩

　
序
形
成
輪
帯
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
騰
年
、
隅
笥
朝
貢
」
と
「
互

　
市
」
i
非
「
朝
貢
体
麟
」
論
の
試
み
一
」
京
都
大
学
文
学
研
究
科
二
一
世
紀

　
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
多
元
的
入
文
学
の
拠
点
形
成
扁

　
糊
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
秩
序
と
交
流
の
歴
史
的
研
究
』
ニ
ュ
…
ズ
レ
タ
ー

　
酌
・
閥
、
　
二
〇
〇
詣
ハ
屈
＋
盤
y
乞
参
照
…
Q

②
こ
の
シ
ェ
…
マ
の
問
題
点
を
整
理
し
た
最
近
の
最
も
優
れ
た
研
究
成
果
と
し
て
、

　
岡
本
隆
司
「
「
朝
貢
」
と
「
互
市
」
と
海
関
」
『
史
林
楓
第
九
〇
巻
第
五
暑
、
二
〇

　
〇
七
年
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

③
古
代
～
清
代
の
朝
貢
絹
度
を
体
系
的
に
検
討
し
た
李
雲
泉
噸
朝
貢
制
度
史
論

【
　
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
と
秩
序
原
理

　
！
経
国
古
代
対
外
関
係
体
制
研
究
－
聴
（
新
華
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
も

　
門
五
服
制
」
と
の
関
係
に
雪
及
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

④
暫
嶋
定
生
「
東
ア
ジ
ア
世
界
と
柵
封
体
制
一
六
i
八
世
紀
の
東
ア
ジ
ア

　
一
」
噸
西
嶋
定
生
東
ア
ジ
ア
史
論
集
撫
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、

　
初
畠
は
～
九
六
二
年
。
岡
「
序
説
i
東
ア
ジ
ア
世
界
の
形
成
一
」
『
古
代
東

　
ア
ジ
ア
世
雰
と
端
本
撫
岩
波
現
代
文
庫
、
初
出
は
…
九
七
〇
年
。
嗣
「
皇
帝
支
配

　
の
成
立
」
噸
西
鵯
定
生
東
ア
ジ
ア
史
論
集
撫
第
一
巻
、
岩
波
書
唐
、
二
〇
〇
二
年
、

　
初
出
は
一
九
七
〇
年
。

⑤
箭
藁
葺
④
、
酋
嶋
定
生
「
東
ア
ジ
ア
世
界
と
冊
封
体
制
一
六
一
八
世
紀
の
東

　
ア
ジ
ア
ー
㌔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
中
国
王
朝
に
よ
る
周
辺
諸
国
の
無
封
の
疇
矢
は
、
前
漢
晴
代
の
南
越
と
朝
鮮
に
対
す
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
先
述
し
た
よ
う

に
、
漢
窯
の
皇
帝
が
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
き
、
皇
帝
号
と
天
子
号
と
を
使
い
分
け
る
こ
と
で
よ
う
や
く
実
現
し
た
。
『
礼
記
』
曲
礼
下

の
鄭
玄
の
注
に
、

　
今
、
漢
は
蛮
夷
に
於
い
て
は
天
子
と
称
し
、
王
侯
に
於
い
て
は
皇
帝
と
称
す
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
漢
代
に
は
蛮
夷
に
対
し
て
は
天
子
と
称
し
、
国
内
の
王
侯
に
は
皇
帯
と
称
し
た
と
い
う
。
漢
は
秦
の
皇
帝
制
度
を
そ
の
ま
ま

継
承
し
た
た
め
、
漢
の
皇
帝
は
王
侯
を
含
む
国
内
の
官
民
に
対
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
皇
帝
と
し
て
霧
毒
し
た
。
～
方
、
蛮
夷
に
対
し

て
天
子
と
称
し
た
の
に
は
、
も
ち
ろ
ん
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
申
華
と
夷
独
（
蛮
夷
）
か
ら
成
る
「
天
下
」
と
い
う
場
で
の
主
宰
者
は
、
天
に

代
わ
っ
て
天
下
を
治
め
る
天
子
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
内
で
は
絶
対
権
力
者
と
し
て
の
皇
帝
と
し
て
慰
臨
し
、

蛮
夷
に
は
有
徳
者
た
る
天
子
と
し
て
接
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
西
嶋
氏
に
よ
れ
ば
周
辺
諸
国
の
首
長
へ
の
学
徳
は
、
中
国
国
内
の
「
諸
侯
王
」
に
準
じ
る
形
で
黒
影
を
授
与
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
爵
位
を

授
け
る
行
為
ー
ー
嵩
置
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
周
知
の
逓
り
、
漢
代
に
は
墨
書
に
倣
っ
て
「
公
士
」
か
ら
「
徹
侯
（
列
侯
）
」
に

至
る
二
十
等
爵
制
が
実
施
さ
れ
、
官
民
を
問
わ
ず
男
性
に
は
す
べ
て
爵
位
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
皇
帝
を
頂
点
と
し
た
官
か
ら
民

に
至
る
身
分
序
列
が
ひ
と
ま
ず
確
定
す
る
。
も
っ
と
も
、
「
爵
位
」
と
「
官
位
（
官
職
と
と
は
別
個
の
も
の
で
、
秩
序
系
統
を
異
に
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

点
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
窟
位
に
は
三
公
九
卿
を
頂
点
と
す
る
「
窟
僚
制
的
秩
序
」
が
あ
り
、
こ
の
秩
序
は
始
皇
帝
が
喜
喜
制
を
実
施

し
て
以
来
最
後
の
清
朝
に
至
る
ま
で
、
中
国
王
朝
の
実
質
的
な
統
治
体
系
と
し
て
機
能
し
た
。

　
一
方
、
爵
位
と
は
、
宮
僚
制
的
秩
序
と
は
別
次
元
の
「
爵
制
的
秩
序
」
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
、
そ
の
起
源
と
役
割
は
し
ば
ら
く
措
き
、

儒
家
が
周
の
天
子
・
諸
侯
間
を
「
五
等
爵
（
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
ご
で
序
列
化
し
て
以
後
は
、
礼
的
秩
序
と
し
て
の
意
味
合
い
が
付
加
さ
れ

③た
。
そ
れ
ゆ
え
、
皇
帝
制
度
の
実
質
支
配
に
対
応
す
る
の
が
窟
僚
制
的
秩
序
で
あ
る
な
ら
ば
、
礼
制
面
で
の
皇
帝
支
配
を
根
拠
付
け
た
の
が
爵

制
的
秩
序
だ
と
も
了
え
、
じ
じ
つ
秦
の
二
十
等
爵
制
を
承
け
た
漢
は
、
儒
教
的
観
点
か
ら
の
爵
制
の
読
み
替
え
と
理
論
化
を
試
み
る
。
皇
帝
ロ
万

と
天
子
号
と
の
使
い
分
け
に
即
応
す
る
形
で
、
爵
制
的
秩
序
に
天
下
と
い
う
場
で
の
身
分
序
列
の
意
味
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。
『
白
虎
通
輪

号
篇
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
或
い
は
天
子
と
称
し
、
或
い
は
帝
王
（
一
1
皇
帝
）
と
称
す
る
は
何
ぞ
や
。
以
担
う
に
、
上
に
接
し
て
天
子
と
称
す
る
と
は
、
爵
を
以
て
天
に
奪
う
る
を
明
ら

　
か
に
す
る
な
り
。
下
に
接
し
て
帯
王
と
称
す
る
と
は
、
天
下
至
尊
を
号
す
る
得
て
書
称
し
、
以
て
臣
下
に
号
令
す
る
な
り
。
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明朝の対幽外政策と葉アジアの睡際秩序（檀上）

「
天
下
至
尊
の
号
」
を
も
っ
て
m
隠
下
に
暑
令
」
す
る
の
が
帝
王
（
皇
帝
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
天
子
と
は
「
爵
を
以
て
天
に
事
」
え
る
者
で

あ
る
。
岡
じ
く
『
白
虎
通
』
爵
篇
に
「
天
子
は
尊
称
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
下
に
は
天
子
を
頂
点
と
し
た
爵
位
に
よ
る
身
分
序
列
雌
蕊
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

的
秩
序
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
以
上
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
国
国
内
で
は
皇
帝
を
頂
点
と
し
た
官
僚
制
的
秩
序

が
機
能
し
、
皇
帝
は
絶
対
的
権
力
を
握
っ
て
中
国
社
会
に
君
臨
し
た
。
官
僚
制
的
秩
序
は
中
国
国
内
の
政
治
的
秩
序
で
あ
り
、
「
国
家
的
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

的
秩
序
」
と
書
い
換
え
て
も
よ
い
。
他
方
、
中
華
と
夷
狭
を
含
む
天
下
で
は
、
「
天
下
秩
序
偏
と
し
て
の
爵
制
的
秩
序
が
機
能
し
、
中
華
と
夷

狭
と
を
繋
ぐ
役
割
を
果
す
も
の
と
観
念
さ
れ
た
。
窟
論
難
的
秩
序
は
現
行
の
皇
帝
支
配
を
運
用
す
る
た
め
の
現
実
的
な
身
分
秩
序
で
あ
り
、
爵

制
的
秩
序
は
皇
帝
支
配
を
思
想
的
に
正
当
化
す
る
た
め
に
、
皇
帝
を
天
子
に
見
立
て
て
作
り
上
げ
た
多
分
に
理
念
的
な
身
分
秩
序
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
秩
序
は
、
そ
れ
ぞ
れ
皇
帝
を
中
心
と
し
た
「
現
実
世
界
」
と
、
天
子
を
中
心
と
し
た
「
理
念
世
界
偏
に
対
応
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
、
本
来
原
理
を
異
に
す
る
秩
序
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
中
国
王
朝
が
周
辺
諸
国
を
中
国
的
論
理
の
申
に
組
み
込
む
場
合
、
宮
僚
制
的
秩
序
で
は
な
く
黒
黒
的
秩
序
を
適
用
し
た
の
も
あ
る
意
味
当
然

で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
国
内
向
け
の
官
僚
制
的
秩
序
に
は
、
実
質
支
配
の
及
ん
で
い
な
い
周
辺
諸
国
を
包
摂
す
る
論
理
が
欠
落
し
て
お
り
、
天

下
秩
序
で
あ
る
爵
制
的
秩
序
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
講
封
と
い
う
行
為
を
通
し
て
天
下
秩
序
の
中
に
夷

狭
の
王
を
位
置
づ
け
、
天
子
の
徳
化
と
夷
狭
の
朝
貢
と
い
う
理
念
世
界
の
形
象
を
借
り
て
、
現
存
す
る
皇
帝
支
配
を
子
嚢
化
す
る
こ
と
で
も
あ

っ
た
。
禰
封
が
初
め
て
行
わ
れ
た
漢
代
に
、
周
辺
諸
国
の
首
長
に
朝
鮮
王
と
か
薗
越
王
と
い
う
王
爵
だ
け
を
与
え
た
の
も
、
そ
う
し
た
考
え
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

基
づ
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
後
漢
時
代
を
経
て
三
国
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
な
る
と
、
状
況
に
変
化
が
現
れ
る
。
王
爵
に
加
え
、
中
国
の
官
職
も
併
せ
て
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
事
例
と
し
て
、
南
朝
の
宋
が
「
倭
王
武
し
に
与
え
た
官
爵
を
想
起
さ
れ
た
い
。
「
使
持
節
、
都
督

倭
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・
秦
韓
・
宣
誓
六
国
諸
軍
事
、
安
東
大
将
軍
、
倭
王
」
と
い
う
密
語
の
う
ち
、
使
持
節
か
ら
安
東
大
将
軍
ま
で
は
中
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国
国
内
の
官
職
に
準
じ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
仁
王
を
皇
帝
を
頂
点
と
し
た
官
僚
制
的
秩
序
の
中
に
、
形
式
的
で
あ
れ
位
置
づ
け
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
こ
う
し
た
官
僚
湖
的
秩
序
の
適
用
は
、
周
辺
諸
国
・
諸
民
族
へ
の
影
響
力
の
拡
大
を
図
る
中
国
王
朝
と
、
中
国
王
朝
の
権
威
を
政
治
的

に
利
用
し
た
い
周
辺
諸
国
の
思
惑
が
一
致
し
た
結
果
と
み
な
せ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
周
辺
諸
国
の
首
長
に
は
爵
醐
的
秩
序
と
し
て
の
王
爵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

だ
け
で
な
く
、
宮
僚
制
的
秩
序
と
し
て
の
宮
職
も
冊
封
聴
に
授
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
国
際
秩
序
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
変
化
の
裏
に
は
、
中
国
国
内
の
事
情
も
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
三
国

魏
時
代
に
九
晶
官
人
法
が
始
ま
り
、
窟
の
高
下
が
従
来
の
官
秩
か
ら
官
品
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
官
品
の
も
と
に
官
僚
制
的
秩
序
と
爵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

量
的
秩
序
と
が
…
体
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
動
き
が
最
終
的
に
整
序
さ
れ
る
の
が
唐
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
例
え
ば
後
代
の
官

晶
に
つ
い
て
、
『
通
典
撫
巻
四
十
、
職
官
二
十
二
、
秩
品
五
、
大
唐
二
品
、
流
図
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
正
　
品
、
太
師
、
太
傅
、
太
保
、
司
徒
、
司
空
、
王
爵
。

　
　
従
一
品
、
開
府
儀
同
型
司
（
文
散
）
、
太
子
太
師
、
太
子
太
傅
、
太
子
太
保
、
画
革
大
将
軍
（
武
散
）
、
嗣
王
、
郡
王
爵
、
国
公
爵
。

　
　
正
二
品
、
特
進
（
文
散
）
、
輔
国
大
将
軍
（
武
散
）
、
開
国
郡
公
爵
、
上
柱
国
勲
。

　
　
従
二
品
、
尚
書
左
右
僕
射
、
太
子
薬
師
、
太
子
少
傅
、
太
子
少
保
、
京
兆
河
南
太
原
府
牧
、
大
都
督
、
大
都
護
、
光
禄
大
夫
（
文
散
）
、

　
　
　
　
　
　
鎮
軍
大
将
軍
（
武
散
）
、
開
国
県
公
爵
、
柱
国
勲
…
…
（
猛
弧
内
は
割
注
）
。

　
見
て
の
通
り
、
宮
品
表
に
は
職
事
宮
、
文
・
武
散
官
、
勲
官
、
爵
位
が
並
記
さ
れ
て
お
り
、
本
来
宮
位
と
は
性
格
を
異
に
す
る
爵
位
（
傍
線

部
）
ま
で
も
が
、
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
支
配
が
官
僚
機
構
を
媒
介
と
し
て
行
わ
れ
る
以
上
、
爵
位
が
窟
位
に
組
み
込
ま

れ
て
い
く
の
は
あ
る
意
味
当
然
と
も
い
え
よ
う
が
、
中
国
国
内
の
こ
の
現
実
が
周
辺
諸
国
の
冊
封
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

三
国
以
後
、
王
爵
と
宮
位
と
が
岡
蒔
に
与
え
ら
れ
た
背
景
に
、
官
僚
制
的
秩
序
と
爵
制
的
秩
序
の
一
体
化
と
い
う
国
内
事
情
を
押
さ
え
て
お
き

た
い
。

　
た
だ
こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
は
、
官
僚
制
的
秩
序
と
爵
制
的
秩
序
と
は
中
国
王
朝
が
周
辺
諸
国
・
諸
親
族
を
冊
封
し
た
際
に
成
立
す
る
も
の
で
、
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明朝の対外政策と東アジアの國際秩序（檀上）

そ
の
限
り
で
二
つ
の
秩
序
は
「
尊
尊
（
擦
上
を
尊
ぶ
）
」
の
君
臣
秩
序
の
飼
別
旦
ハ
体
的
な
表
現
形
式
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
中
国
を
中
心

と
し
た
国
際
秩
序
に
は
、
君
臣
秩
序
と
は
異
な
る
今
ひ
と
つ
の
形
式
が
存
在
し
、
主
に
北
方
・
西
北
方
の
遊
牧
民
族
に
適
用
さ
れ
た
。
「
親
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

（
近
親
者
と
親
和
す
る
）
」
の
家
族
主
義
に
基
づ
く
「
宗
法
秩
序
篇
が
、
そ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
一
つ
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
例
え
ば
、
十
世
紀
の
契
丹
と
五
代
王
朝
（
後
壁
・
後
唐
・
後
晋
・
後
漢
・
後
周
）
と
の
関
係
を
見
た
場
合
、
契
丹
は
詳
解
に
対
し
て
は
「
臣

従
」
の
立
場
を
と
ら
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
次
の
後
唐
に
な
る
と
、
今
度
は
後
唐
を
兄
、
契
丹
を
弟
と
す
る
兄
弟
関
係
の
盟
約
が
成
立
し
、

さ
ら
に
次
の
後
普
時
代
に
は
、
智
謀
の
建
国
を
援
助
し
た
見
返
り
と
し
て
「
叢
雲
十
六
州
」
を
譲
り
受
け
、
契
丹
と
後
晋
と
は
父
と
子
の
関
係

と
な
っ
た
。
し
か
も
年
長
の
石
音
塘
（
後
合
の
太
橿
）
が
、
年
少
の
契
丹
の
黒
雲
発
骨
（
遼
の
太
宗
）
を
父
と
み
な
す
と
い
う
変
則
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
契
丹
の
勢
力
増
大
に
比
例
し
て
、
尊
尊
の
慰
距
関
係
か
ら
親
親
の
兄
弟
、
父
子
関
係
へ
と
変
更
さ
れ
、
し
か
も
最
後
は
親
親
関
係
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

序
列
す
ら
転
倒
し
て
い
る
事
実
が
見
て
取
れ
よ
う
。

　
い
っ
た
い
、
兄
弟
と
か
父
子
な
ど
の
「
擬
制
的
血
縁
関
係
」
で
国
際
秩
序
を
規
定
す
る
手
法
は
、
別
に
契
丹
と
五
代
王
朝
間
の
事
例
が
最
初

で
は
な
い
。
す
で
に
古
代
以
来
、
中
国
王
朝
と
北
方
な
い
し
西
北
方
民
族
と
の
聞
で
は
普
通
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
唐
代
で
も
突
厭
と

は
「
父
子
関
係
」
が
設
定
さ
れ
た
し
、
ウ
イ
グ
ル
と
は
「
兄
弟
関
係
」
、
吐
蕃
と
は
「
舅
甥
（
し
ゅ
う
と
・
む
ご
）
関
係
」
の
盟
約
が
結
ば
れ
た

り
し
た
。
通
常
、
中
国
側
が
圧
倒
的
に
優
勢
で
あ
れ
ば
尊
尊
の
君
臣
秩
序
が
適
用
さ
れ
、
両
者
の
勢
力
が
拮
抗
し
た
り
、
あ
る
い
は
周
辺
民
族

の
方
が
優
勢
で
あ
る
時
に
は
、
「
擬
制
的
血
縁
関
係
」
す
な
わ
ち
親
親
の
宗
法
秩
序
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
宗
法
秩
序
に
基
づ
く
国
際
秩
序
が
、
官
爵
に
よ
る
君
臣
秩
序
と
原
理
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
西
嶋
氏
の
珊
封
体
制
論

は
、
あ
く
ま
で
も
東
ア
ジ
ア
諸
國
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
、
北
方
・
西
北
方
の
遊
牧
諸
民
族
（
突
厭
・
吐
蕃
・
ウ
イ
グ
ル
等
）
に
は
「
別
の
体

制
と
論
理
扁
が
あ
っ
た
と
し
て
、
蚤
初
よ
り
除
外
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
国
際
秩
序
を
論
じ
る
に
当
た
り
、
購
封
体
制
論
だ
け
で
は
限
界
が
あ

る
こ
と
は
氏
霞
身
も
認
め
て
い
る
通
り
で
あ
り
、
中
国
を
中
心
と
し
た
国
際
秩
序
の
総
体
を
考
え
る
な
ら
ば
、
北
方
・
西
北
方
に
し
か
れ
た
宗

法
秩
序
を
無
視
し
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。
つ
ま
り
、
親
親
の
宗
法
秩
序
と
尊
尊
の
鴛
臣
秩
序
が
互
い
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
国
際
秩
序
と
し
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⑬

て
ど
の
よ
う
に
整
合
化
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
官
僚
制
的
秩
序
が
現
実
世
界
の
皇
帝
支
配
に
対
応
す
る
の
に
対
し
、
爵
糊
的
秩
序
は
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
天
下

（
凹
理
念
世
界
）
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
宗
法
秩
序
は
ど
う
で
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
理

念
世
界
の
究
極
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
徳
の
天
子
の
教
化
に
よ
っ
て
人
々
が
お
の
れ
の
徳
を
発
揮
し
、
一
切
の
対
立
の
な
く
な
っ
た
世
界
。

天
下
に
親
親
が
貫
徹
し
た
「
天
下
一
家
」
「
華
夷
一
家
」
の
状
況
を
指
す
。
『
礼
記
聴
罪
運
篇
に
「
聖
人
よ
く
天
下
を
以
て
一
家
と
為
し
、
中
園

を
以
て
一
人
と
為
す
（
聖
人
耐
以
天
下
為
一
家
、
以
中
国
為
一
入
と
と
あ
る
よ
う
に
、
古
来
為
政
者
に
と
り
、
理
想
的
な
大
岡
世
界
と
し
て
観
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

さ
れ
て
き
た
の
が
天
下
一
家
の
状
況
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
天
子
と
民
と
は
父
と
子
の
関
係
に
等
し
く
、
民
相
互
は
兄
弟
と
な
る
。
つ
ま
り
、
儒

教
の
理
念
世
界
の
究
極
の
完
成
態
で
は
、
父
子
・
兄
弟
の
擬
制
的
血
縁
関
係
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
、
宗
法
秩
序
が
天
下
に
貫
徹
し
た
世
界
こ
そ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

天
下
一
家
（
華
夷
皿
家
）
の
大
同
世
界
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
中
国
王
朝
が
遊
牧
諸
民
族
と
の
問
で
結
ん
だ
擬
制
的
血
縁
関
係
が
、
天
下
一
家
（
馬
路
一
家
）
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
ら

た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
少
な
く
と
も
申
国
王
朝
に
す
れ
ば
、
天
下
一
家
と
い
う
虚
構
の
世
界
を
宗
法
秩
序
を
通
し
て
演
臭
し
、
君
臣
秩
序

の
将
外
に
あ
る
遊
牧
諸
毘
族
に
対
し
、
精
神
的
に
中
国
の
優
位
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
現
実
に
は
両
者
間
の

力
関
係
と
思
惑
に
よ
り
微
妙
な
差
等
が
設
け
ら
れ
、
父
子
関
係
あ
る
い
は
兄
弟
関
係
と
い
っ
た
異
な
っ
た
秩
序
が
適
用
さ
れ
た
。
時
に
は
先
述

し
た
よ
う
に
、
契
丹
皇
帯
が
父
で
後
発
皇
帝
が
子
と
い
う
逆
転
し
た
関
係
も
あ
り
得
た
し
、
さ
ら
に
様
々
な
状
況
に
応
じ
て
舅
甥
関
係
、
叔
姪

関
係
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
要
す
る
に
、
宗
法
秩
序
は
中
国
王
朝
が
廷
臣
関
係
（
冊
封
関
係
）
に
包
摂
で
き
な
い
遊
牧
民
族
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
官
僚
制
的
秩
序

や
軍
制
的
秩
序
と
は
全
く
異
質
の
国
際
秩
序
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
と
は
い
え
、
決
し
て
「
別
の
体
制
と
論
理
」
か
ら
導
き
出
さ

れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
立
脚
し
た
純
粋
に
中
国
的
な
秩
序
で
あ
っ
た
。
中
圏
王
朝
は
窟
僚
制
的
秩
序
、
爵

制
的
秩
序
と
並
ぶ
第
三
の
秩
序
と
し
て
適
用
し
て
お
り
、
本
来
門
別
の
体
制
と
論
理
」
か
ら
成
る
遊
牧
社
会
を
、
天
下
一
家
と
い
う
仮
構
を
通
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し
て
中
国
的
論
理
の
申
に
組
み
込
み
、
慰
臣
秩
序
と
の
整
合
化
を
図
っ
た
の
が
宗
法
秩
序
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意

味
で
は
、
中
国
王
朝
は
こ
の
三
つ
の
秩
序
を
国
際
政
治
の
場
で
使
い
分
け
る
こ
と
で
、
主
観
的
に
は
（
あ
く
ま
で
も
主
観
的
に
は
）
中
国
が
中
心

で
あ
る
こ
と
を
維
持
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

明朝の対外政策と東アジアの国際秩序（檀上）

①
例
え
ば
栗
原
朋
信
「
護
国
屡
と
朝
朗
諸
民
族
」
糊
岩
波
講
廃
世
界
歴
史
騒
四
巻
、

　
…
九
七
〇
年
参
照
。

②
漢
代
の
身
分
秩
序
を
、
爵
位
と
宮
位
の
二
つ
の
観
点
か
ら
分
、
養
し
た
研
究
と
し

　
て
、
大
庭
脩
「
漢
代
の
貴
族
」
村
井
康
彦
編
『
公
家
と
武
家
一
そ
の
比
較
文
明

　
史
的
考
察
！
』
置
文
閣
、
｝
九
九
五
年
が
あ
る
。

③
貝
塚
茂
樹
「
五
等
専
制
の
成
立
」
明
貝
塚
茂
樹
著
作
半
輪
第
二
巻
、
中
央
公
論

　
社
、
…
九
七
七
年
、
初
出
は
一
九
三
七
年
。

④
前
掲
、
斑
晶
定
生
「
皇
帝
支
配
の
成
立
」
で
は
、
天
子
を
頂
点
と
し
た
爵
制
的

　
秩
序
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
ま
た
門
天
子
」
と
は
爵
を
以
て
天
に
事

　
え
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
天
子
漏
と
い
う
称
号
が
爵
位
で
あ

　
る
と
い
う
理
解
に
つ
ら
な
る
も
の
で
、
「
天
子
」
以
下
庶
毘
に
至
る
ま
で
が
す
べ

　
て
有
爵
暫
で
あ
り
、
そ
こ
に
有
爵
者
相
互
間
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

　
て
、
賜
爵
者
で
あ
る
皇
帝
が
万
罠
を
支
配
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う

　
漢
代
自
制
の
理
念
的
特
徴
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
の
爵
制
的
秩
序
が
入
墨
の
も
の

　
で
は
な
く
し
て
、
天
の
秩
序
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
爵
位
と
し
て
の
「
天

　
子
」
の
位
は
天
の
命
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て

　
門
天
子
扁
は
天
を
祭
肥
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

　
う
。
」

⑤
槻
詳
記
隔
細
巻
下
の
三
二
の
油
に
「
天
下
と
は
外
お
よ
び
四
海
を
い
う
な
り
扁

　
と
あ
る
。
天
下
と
芙
子
の
観
念
に
つ
い
て
は
、
山
議
統
「
天
下
と
天
子
縣
噸
由
田

　
統
著
作
集
嚇
一
巻
、
明
治
轡
院
、
一
九
八
一
年
、
初
出
は
一
九
六
三
年
を
参
照
。

⑥
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
理
念
世
界
と
皇
帝
を
頂
点
と
し
た
現
実
世
界
と

　
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
檀
土
居
門
明
朝
専
制
国
家
と
儒
教
的
家
族
国
家
観
一
尾

　
形
勇
氏
の
所
論
に
よ
せ
て
一
」
「
申
國
専
制
瞬
家
と
儒
教
イ
デ
オ
難
ギ
i
i

　
噌
士
」
身
分
の
変
遷
を
通
し
て
一
」
噌
明
靭
専
翻
支
配
の
史
的
構
造
睡
汲
古
轡

　
院
、
一
九
九
五
年
、
初
出
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
九
〇
、
一
九
九
四
年
を
参
照
。

⑦
　
漢
代
の
外
麗
に
は
王
爵
以
外
に
侯
・
君
・
長
な
ど
の
爵
位
も
与
え
ら
れ
た
が

　
（
註
⑧
参
照
）
、
本
稿
で
は
後
世
に
も
継
承
さ
れ
る
王
爵
に
の
み
着
目
し
て
、
他

　
は
捨
象
し
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

⑧
こ
う
し
た
変
化
に
初
め
て
着
冠
し
た
の
は
、
谷
川
道
雄
「
東
ア
ジ
ア
世
界
形
成

　
期
の
史
的
構
造
し
累
代
史
研
究
会
編
糊
落
穂
帝
国
と
東
ア
ジ
ア
世
界
撫
汲
古
轡
院
、

　
一
九
七
九
年
で
あ
る
。
な
お
、
同
「
魏
晋
南
北
朝
貴
族
政
治
与
東
亜
世
界
的
形
成

　
一
壷
都
督
諸
軍
事
制
度
来
考
察
一
」
『
台
大
歴
更
学
報
隔
三
十
号
、
二
〇
〇

　
二
年
も
参
照
、

⑨
こ
の
傾
向
を
谷
川
遵
雄
氏
は
「
外
藩
の
遺
臣
殿
軍
と
捉
え
、
そ
こ
に
中
国
王
朝

　
を
中
心
と
し
た
惑
疇
の
東
ア
ジ
ア
世
界
の
特
徴
を
見
よ
う
と
す
る
。
註
⑧
の
谷
川

　
論
文
参
照
。

⑳
　
註
②
の
大
庭
論
文
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
漢
代
に
蜜
豊
田
身
分
の
方
が
爵
舗
的
身

　
分
よ
り
も
優
位
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

⑪
尊
尊
と
親
親
の
譜
源
は
『
礼
記
藤
喪
服
小
記
に
州
親
親
、
尊
尊
、
長
長
、
男
女

　
有
跳
、
人
道
聾
者
也
」
と
あ
る
の
に
よ
る
。
二
つ
の
原
理
の
相
違
に
つ
い
て
は
、

　
註
⑥
檀
上
論
文
及
び
同
「
方
孝
儒
の
理
想
的
国
家
観
一
前
近
代
中
懇
の
連
帯
の

　
位
相
一
一
前
掲
留
桶
所
収
（
初
出
は
一
九
八
九
年
）
参
照
。

⑫
契
丹
皇
帝
と
中
国
皇
帝
と
の
擬
制
的
血
縁
関
係
に
つ
い
て
は
、
張
翻
慶
「
遼
代
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契
丹
皇
帝
与
五
代
、
北
五
聖
帝
王
的
“
結
曝
し
『
史
学
月
刊
駈
～
九
九
二
年
第
六

　
期
を
参
照
。

⑬
残
念
な
が
ら
從
来
の
研
究
で
は
宗
法
秩
序
に
…
冨
及
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
君

　
臣
秩
序
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
陪
唐
階
代
の
国
際
秩

　
序
を
精
力
的
に
分
析
し
て
い
る
金
子
修
一
氏
の
研
究
に
も
、
宗
法
秩
序
と
鱈
臣
秩

　
序
と
を
統
一
的
に
蛇
握
し
ょ
う
と
の
視
点
は
見
当
た
ら
な
い
（
例
え
ば
『
階
唐
の

　
国
際
秩
序
と
東
ア
ジ
ア
腕
名
著
刊
行
会
、
二
〇
〇
｝
年
）
。
喉
一
こ
の
闘
題
に
つ

　
い
て
独
慮
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
の
が
、
慧
敏
｝
氏
で
あ
る
。
氏
は
「
近
代
以
爺

　
の
東
ア
ジ
ア
世
界
一
『
歴
史
学
研
究
葱
二
八
一
号
、
～
九
六
三
年
（
後
に
閥
律
令

　
制
と
束
ア
ジ
ア
世
界
臨
実
収
轡
院
、
～
九
九
四
年
に
収
載
）
で
次
の
よ
う
に
指
摘

　
す
る
。
「
冊
封
に
よ
っ
て
事
典
族
の
君
長
に
あ
た
え
ら
れ
る
爵
位
は
、
元
来
中
國

　
国
内
の
封
爵
の
制
度
の
｝
環
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
重
要
な
君
長
に
あ
た

　
え
ら
れ
る
王
・
郡
王
の
位
は
、
唐
で
は
宗
室
～
族
に
た
い
し
て
授
与
さ
れ
る
規
定

　
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
異
型
族
の
鴛
長
ら
は
宗
室
と
嗣
様
な
待
遇
を
う
け
た
わ

　
け
な
の
で
あ
り
、
…
…
上
記
の
関
係
（
父
子
・
兄
弟
関
係
…
…
画
期
者
）
は
柵
封

　
関
係
（
霜
脛
関
係
…
…
引
期
者
）
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
濡
つ
ま
り

　
堀
氏
に
よ
れ
ば
、
王
と
か
郡
王
は
宗
室
の
一
族
で
あ
り
、
そ
う
し
た
中
国
の
宗
室

　
に
準
じ
て
周
辺
諸
国
の
王
に
爵
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ス
ト
レ
ー
ト

　
に
血
縁
関
係
で
両
国
の
関
係
を
設
定
し
て
も
（
父
子
・
兄
弟
秩
序
を
適
用
し
て

　
も
）
、
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
と
怒
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
は
っ
き
り
言
っ
て
、
堀
氏
の
こ
の
考
え
は
間
違
い
だ
と
思
う
。
黒
氏
は

　
先
の
論
文
よ
り
も
さ
ら
に
新
し
い
研
究
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

　
「
唐
と
突
廠
と
の
関
係
は
、
盆
点
州
体
制
が
崩
壊
し
た
の
ち
も
、
新
羅
や
渤
海
等

　
の
場
合
の
よ
う
な
事
実
上
の
慨
封
制
に
漢
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
父
子
の

　
関
係
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
麗
家
事
の
関
係
を
こ
の
よ
う
な
家
族
関
係
に
な

　
ぞ
ら
え
る
や
り
方
は
、
そ
の
後
五
代
・
豊
代
の
遼
や
金
と
の
関
係
に
引
き
継
が
れ

　
た
。
近
代
以
前
の
醒
家
・
社
会
は
、
人
々
を
身
分
的
に
編
成
し
て
運
営
さ
れ
る
の

　
が
特
徴
で
あ
る
が
、
国
家
間
の
関
係
も
そ
れ
に
応
じ
て
、
鴛
羅
・
父
子
・
兄
弟
・

　
叔
姪
（
お
じ
と
お
い
）
・
舅
甥
（
し
ゅ
う
と
と
む
こ
）
等
の
身
分
関
係
で
み
ら
れ

　
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
『
中
国
と
古
代
東
ア
ジ
ア
勧
界
i
中
華
的
世

　
界
と
諸
賢
族
一
門
岩
波
轡
店
、
一
九
九
三
年
）
o
」

　
　
こ
こ
で
は
堀
氏
は
、
君
競
関
係
も
父
子
・
兄
弟
関
係
も
身
分
関
係
と
し
て
は
隅

　
列
の
も
の
と
み
な
し
て
お
り
、
先
の
皿
九
六
豊
年
段
階
よ
り
も
さ
ら
に
後
退
し
た

　
理
解
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
君
羅
関
係
を
二
つ
の
秩
序
（
官
僚
制
的
秩
序
と

　
陣
場
的
秩
序
）
か
ら
捉
え
る
視
点
が
無
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
秩
序
原
理
へ
の
関
心

　
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
秩
序
を
原
理
面
か
ら
考
え
な
い
氏
の
立
場
か
ら
す

　
れ
ば
、
君
臣
秩
序
も
父
子
・
兄
弟
秩
序
も
隅
列
の
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
身
分
関

　
係
を
表
す
指
標
で
し
が
な
か
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
果
た

　
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
簗
者
の
考
え
は
以
下
の
本
文
中
に
述
べ
ら
れ
る
で
あ
ろ

　
う
。

⑭
天
下
一
家
と
い
う
言
葉
に
は
、
こ
れ
と
は
別
に
天
下
は
業
主
の
家
だ
と
す
る
、

　
い
わ
ゆ
る
「
家
天
下
（
天
下
を
家
す
と
の
観
念
を
指
す
場
合
が
あ
る
。
一
般
に

　
は
こ
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
代
表
的
な
研
究
が
尾
形
勇
「
漢

　
代
に
お
け
る
「
天
下
一
家
」
に
つ
い
て
」
（
初
出
は
一
九
七
五
年
、
後
に
『
中
露

　
古
代
の
「
家
」
と
麟
家
駄
岩
波
轡
店
、
一
九
七
九
年
に
収
載
）
で
あ
り
、
最
近
で

　
は
甘
懐
真
『
皇
運
、
礼
儀
与
経
典
詮
釈
”
中
国
古
代
政
治
史
研
究
臨
台
湾
学
生
書

　
局
、
二
〇
〇
三
年
な
ど
も
そ
れ
に
含
ま
れ
よ
う
。
だ
が
儒
家
の
理
念
は
門
家
天

　
下
」
と
は
正
反
対
の
「
天
下
為
公
」
（
『
礼
裾
山
礼
運
篇
）
の
大
岡
世
界
で
あ
り
、

　
そ
れ
が
為
政
着
の
意
識
を
も
規
定
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
註
⑮
な
ど
を
参
照
。

⑮
そ
れ
が
為
政
者
に
と
っ
て
の
理
想
で
あ
る
と
嗣
時
に
、
社
会
に
共
有
さ
れ
た
…

　
つ
の
価
値
世
界
で
も
あ
っ
た
だ
け
に
、
歴
代
の
為
政
者
が
そ
の
虚
構
に
仮
託
し
て

　
自
己
の
地
位
の
正
当
化
を
図
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
階
の
場
帝
は

　
「
往
者
与
論
厭
相
侵
擾
、
不
得
安
居
。
今
四
海
既
清
、
与
一
家
無
異
、
朕
摂
欲
存

　
養
、
使
遂
性
霊
（
鯛
陪
書
袖
温
突
略
伝
）
漏
と
述
べ
、
幣
・
突
厭
の
華
夷
の
関
係
を
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一
家
に
擬
え
て
い
る
し
、
癬
の
太
宗
も
「
自
書
器
量
中
華
、
馬
面
狭
、
朕
独
愛
之

如
一
、
故
其
種
無
寮
母
朕
如
父
母
（
圃
資
治
通
鑑
隔
貞
観
二
十
一
年
五
月
庚
辰
〉
」

と
言
い
、
天
子
と
夷
秋
の
関
係
を
父
（
母
）
と
子
の
関
係
に
讐
え
て
い
る
の
は
、

天
下
一
家
・
華
夷
～
家
を
究
極
の
理
念
世
界
と
見
る
通
念
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ

る
。
な
お
、
天
下
｝
家
の
観
念
に
つ
い
て
は
、
邪
義
田
「
天
下
一
家
一
中
国
人

釣
天
下
観
i
」
噸
中
国
文
化
新
建
　
根
源
編
　
永
傾
的
巨
流
駈
聯
経
出
版
事
業

公
司
、
一
九
八
｝
年
も
参
照
。

二
　
明
朝
の
成
立
と
国
際
秩
序
の
形
成

1

国
際
秩
序
の
二
つ
の
形
式

明朝の対外政策と東アジアの濁際秩序（檀上）

　
で
は
こ
れ
ら
の
三
つ
の
国
際
秩
序
は
、
明
代
で
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
た
か
。
宗
法
秩
序
は
次
節
に
聾
し
、
本
節
で
は
爵
制
的
秩
序
と

官
僚
制
的
秩
序
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
は
爵
鋼
的
秩
序
だ
が
、
次
の
表
は
階
以
後
の
歴
代
王
朝
の
爵
位
を
、
旧
怨
典
』
と

『
欽
定
続
通
典
』
の
封
爵
の
条
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
階
…
…
国
王
・
郡
王
・
国
公
・
郡
公
・
県
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男

　
　
唐
…
…
王
・
嗣
王
・
郡
王
・
国
公
・
開
国
郡
公
・
開
国
県
公
・
開
国
高
富
・
開
国
県
伯
・
開
国
高
子
・
開
国
県
男

　
　
宋
…
…
王
・
嗣
王
・
郡
王
・
国
公
・
郡
公
・
開
国
公
・
醐
国
郡
公
・
開
国
県
公
・
開
国
侯
・
開
国
伯
・
開
国
子
・
開
国
男

　
　
金
…
…
王
・
郡
王
・
国
公
・
郡
公
・
郡
侯
・
郡
伯
・
漿
子
・
県
立

　
　
元
…
…
王
・
郡
王
・
国
公
・
郡
公
・
郡
侯
・
郡
伯
・
県
子
・
県
男

　
　
明
…
…
公
・
侯
・
伯

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
階
か
ら
元
ま
で
の
歴
代
の
王
朝
の
爵
位
は
、
王
（
あ
る
い
は
国
王
）
・
（
嗣
王
）
・
郡
王
以
下
、
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
の
五

等
爵
が
基
本
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
冊
封
さ
れ
た
周
辺
諸
国
の
王
（
当
時
の
用
語
に
従
い
以
下
「
蕃
王
」
と
呼
ぶ
）
は
、
こ
の
う
ち
の
王
（
親
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王
）
な
い
し
郡
王
の
爵
に
準
じ
て
王
爵
が
与
え
ら
れ
た
。

　
で
は
明
代
は
ど
う
か
。
表
に
も
あ
る
よ
う
に
、
明
の
規
定
で
は
王
、
勢
子
は
爵
位
の
中
に
入
っ
て
お
ら
ず
、
公
・
侯
・
伯
の
三
等
爵
し
か
存

在
し
な
い
。
当
初
は
公
・
侯
・
伯
・
子
・
舅
の
五
等
爵
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
い
つ
し
か
三
等
爵
に
な
っ
た
と
い
う
。
王
爵
が
な
ぜ
爵
位
か
ら
除

外
さ
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
実
際
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
親
王
や
郡
王
は
歴
代
王
朝
と
同
様
、
天
子
に
次
ぐ
爵
位
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
ゆ
え
明
代
の
難
癖
も
、
国
内
の
親
王
や
郡
王
に
準
じ
て
王
爵
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
明
朝
は
洪
武
二
年
（
一
三
六

九
）
に
初
め
て
「
蕃
王
朝
貢
の
礼
偏
を
定
め
、
蕃
王
が
朝
貢
し
て
き
た
際
の
儀
注
や
朝
廷
で
の
席
次
を
規
定
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
蕃
王
の
席

次
は
明
国
内
の
諸
王
（
親
王
）
に
準
じ
て
お
り
、
地
位
か
ら
す
れ
ば
諸
王
の
「
同
列
下
位
」
に
位
置
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
岡
明
史
』
巻
五
十

六
、
礼
志
十
、
蕃
王
朝
貢
礼
に
、

　
　
〔
蕃
王
が
〕
親
王
に
見
え
る
時
に
は
、
東
西
に
向
か
い
あ
っ
て
再
拝
し
、
親
王
が
そ
れ
に
答
拝
し
て
、
同
時
に
座
に
着
く
。
王
の
座
が
穂
や
北
で
あ
る
。
礼

　
が
畢
わ
る
と
、
会
釈
（
揖
）
し
て
退
出
す
る
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
皇
帝
や
皇
太
子
に
対
し
て
は
叩
頭
の
礼
を
求
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
と
も
に
座
に
着
く
こ
と
が
警
急
さ
れ
た
。
た

だ
し
蕃
王
は
親
王
と
完
全
に
対
等
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
同
列
下
位
で
あ
っ
た
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
蕃
王
が
対
等
な
関
係
（
敵
礼
関
係
）
に
立
つ
の
は
、
先
の
『
明
史
』
の
記
述
の
続
き
に
、

　
丞
相
・
三
公
・
大
郷
督
・
御
史
大
炎
に
見
え
る
際
に
は
、
蕾
な
礼
を
均
し
く
す
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
壷
網
以
下
、
三
公
、
大
都
督
、
御
史
大
夫
の
富
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
い
う
丞
相
と
は
中
書
省
左
右
丞
相
の
こ
と
で
、

洪
武
十
三
年
（
一
三
八
○
）
に
中
書
省
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
官
僚
機
構
の
ト
ッ
プ
に
位
置
し
た
宮
で
あ
る
。
丞
相
の
宮
位
は
正
一
品
で
あ
り
、

さ
ら
に
三
公
以
下
も
す
べ
て
画
聖
叩
で
あ
る
た
め
、
糞
壷
は
正
一
晶
官
と
問
格
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
要
す
る
に
、
花
王
の

序
列
は
爵
制
的
秩
序
で
は
親
王
の
同
列
下
位
に
あ
り
、
富
僚
制
的
秩
序
で
は
正
一
品
に
相
当
す
る
こ
と
が
、
番
士
二
年
段
階
に
定
め
ら
れ
た
と

い
え
る
。
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明朝の対外政策と策アジアの国際秩序（檀上）

　
こ
こ
で
前
章
で
述
べ
た
官
晶
に
つ
い
て
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
も
と
も
と
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
黒
質
的
秩
序
と
官
僚
制
的
秩
序
が
、

三
国
以
後
宮
号
の
も
と
に
～
体
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
あ
る
意
味
、
爵
号
的
秩
序
が
宕
僚
制
的
秩
序
に
取
り
込
ま
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の

状
況
は
唐
以
後
、
後
世
の
王
朝
に
も
継
承
さ
れ
た
。
例
え
ば
噸
欽
定
続
通
典
騒
巻
四
十
一
、
四
十
三
、
四
十
四
の
職
蜜
、
秩
晶
の
条
に
は
、

宋
・
元
・
明
の
官
品
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
の
一
品
官
の
内
訳
を
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
宋
窟
品

　
　
正
一
贔
、
太
師
、
太
傅
、
太
保
、
左
右
丞
網
、
少
師
、
少
傅
、
少
保
、
王
爵

　
　
従
一
品
、
諸
書
密
使
、
太
子
轡
師
、
太
子
太
傅
、
太
子
太
保
、
開
府
儀
同
三
司
、
特
進
、
腰
騎
大
将
軍
、
十
王
、
懲
懲
、
国
公
欝

　
元
窟
品

　
　
正
一
品
、
太
師
、
太
傅
、
太
保
、
大
司
徒
、
司
徒
、
善
事
、
申
書
令
、
中
書
省
右
左
丞
摺
、
開
府
儀
同
王
司
、
儀
岡
三
罰
、
特
進
、
崇
進
、

　
　
　
　
　
　
金
紫
光
禄
大
夫
、
銀
青
栄
禄
大
夫
、
王
爵
、
上
柱
国
勲

　
　
従
一
品
、
中
書
省
平
章
政
事
、
枢
密
院
知
院
、
御
史
大
夫
、
大
宗
正
府
札
爾
古
儀
、
大
司
農
司
大
司
農
、
翰
林
兼
国
史
院
詔
旨
、
集
賢
院

　
　
　
　
　
　
大
学
士
、
宣
政
院
院
使
、
宣
徽
院
営
営
、
大
戦
宗
煙
院
院
使
、
行
中
書
省
丞
相
、
平
素
、
行
枢
密
院
知
院
、
光
禄
大
央
、
栄
禄

　
　
　
　
　
　
大
夫
、
郡
王
爵
、
柱
国
勲

　
明
官
品

　
　
正
一
品
、
宗
人
府
宗
人
令
、
左
右
宗
正
、
左
右
宗
人
、
導
師
、
豊
門
、
太
保
、
中
浦
・
左
軍
・
右
軍
・
前
軍
・
後
軍
五
都
督
府
左
右
都
督
、

　
　
　
　
　
　
特
進
栄
禄
大
夫
、
特
進
光
禄
大
夫
、
左
右
柱
国
勲

　
　
従
一
品
、
少
師
、
少
鯵
、
少
保
、
太
子
太
師
、
太
子
太
傅
、
太
子
太
物
、
中
軍
・
左
軍
・
右
書
・
前
軍
・
後
軍
五
都
督
府
都
督
同
知
、
栄

　
　
　
　
　
　
禄
大
夫
、
光
禄
大
夫
、
柱
国
勲

　
習
業
と
元
代
を
見
る
と
、
正
　
晶
の
欄
に
王
（
親
王
）
爵
が
、
ま
た
従
一
品
の
欄
に
嗣
王
な
い
し
郡
晶
群
が
あ
り
（
傍
線
部
）
、
親
王
は
開
元
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晴
代
に
は
正
一
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
洪
武
二
年
の
野
老
朝
貢
儀
礼
で
、
君
王
を
親
王
ラ
ン
ク
の
正
一
品
と
規
定
し
た
の
は
、
こ
う
し

た
意
趣
時
代
の
伝
統
を
継
承
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
宋
磁
時
代
と
明
代
と
で
は
大
き
く
異
な
る
点
が
あ
る
。
ま
ず
右
の
蔵
品
表
か

ら
分
か
る
よ
う
に
、
明
代
に
は
散
官
、
職
事
官
、
勲
官
は
従
来
通
り
記
さ
れ
て
い
る
が
、
爵
位
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
今
ま
で

窟
品
の
も
と
に
一
体
化
し
て
い
た
爵
制
的
秩
序
と
富
僚
制
的
秩
序
と
が
、
明
代
に
至
っ
て
分
離
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
『
欽
定
続
通
典
』
巻
四
十
四
、
職
官
、
二
品
五
、
明
言
品
、
正
一
晶
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
按
ず
る
に
、
元
よ
り
以
前
に
お
い
て
は
、
各
朝
の
封
爵
に
は
希
な
王
・
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
が
あ
り
、
一
品
か
ら
四
・
五
品
ま
で
の
間
に
列
せ
ら
れ
て
い

　
た
。
明
に
至
っ
て
異
姓
の
爵
は
た
だ
公
・
侯
・
伯
の
三
等
だ
け
と
な
り
、
し
か
も
皆
な
秩
品
の
内
に
列
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
従
来
の
王
・
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
の
爵
位
が
、
明
代
に
は
公
・
侯
・
伯
の
三
等
爵
に
な
り
、
し
か
も
二
品
表
か
ら
割
愛
さ
れ
て
品
階
を
失

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
『
欽
定
続
墨
差
島
が
直
接
的
に
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
先
の
官
品
表
に
五
軍
都
督
府
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
察
で

き
る
よ
う
に
、
大
都
督
府
を
五
重
都
督
府
に
改
組
し
た
洪
武
十
三
年
以
降
の
状
況
で
あ
る
。
確
か
に
蕃
王
朝
貢
儀
礼
を
定
め
た
洪
武
朝
前
半
期

が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
、
史
料
的
に
確
認
す
る
術
は
な
い
。
だ
が
元
制
を
踏
襲
し
た
明
極
初
期
の
状
況
を
思
え
ば
、
そ
れ
ま
で
通
り
に
官
位
と

爵
位
が
一
元
化
さ
れ
、
親
王
・
郡
王
も
名
品
表
に
存
在
し
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
蕃
王
と
敵
礼
関
係
に
あ
る
正
一
品

の
丞
相
や
大
都
督
は
、
間
違
い
な
く
記
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
大
き
く
変
化
す
る
の
は
、
甚
六
朝
貢
儀
礼
の
改
定
さ
れ
た
洪
武
二
十
七
年
（
一
三
九
四
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
以
下
「
改
定
」
と
呼
ぶ
）
。

こ
の
年
、
洪
武
帝
は
従
来
の
蕃
王
朝
貢
儀
礼
が
煩
雑
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
そ
の
簡
素
化
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
改
革
を
行
っ

た
。
『
明
太
祖
実
録
』
洪
武
二
十
七
年
三
月
庚
辰
に
、

　
凡
そ
宴
会
に
遇
え
ば
、
蕃
王
の
班
次
（
席
次
）
は
公
・
侯
・
伯
の
下
位
に
居
ら
せ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
①

と
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
蕃
王
の
序
列
は
、
専
制
的
秩
序
で
は
公
・
侯
・
伯
の
下
位
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
親
王
ラ
ン
ク
で
あ

っ
た
蕃
王
の
、
大
き
な
序
列
の
転
換
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
親
王
・
郡
王
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
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明朝の対外政策と東アジアの圏際秩序（檀上）

ば
よ
い
の
か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
富
晶
質
か
ら
除
外
さ
れ
た
爵
位
の
品
階
を
今
～
度
確
認
し
、
王
爵
と
公
・
侯
・
伯
と
の
序
列

関
係
を
整
理
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
明
代
の
公
・
侯
・
伯
は
規
定
で
は
官
品
を
喪
失
し
た
が
、
依
然
と
し
て
慣
例
的
に
は
維
持
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
明
史
』
巻
七
十
二
、
職
富
一
、
吏
部
に
、

　
公
・
侯
・
伯
は
一
品
に
視
ら
う
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
・
侯
・
伯
は
明
代
で
は
一
晶
官
に
相
当
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
で
は
、
親
王
は
ど
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

『
明
史
』
巻
七
十
二
、
職
官
一
、
宗
人
府
に
、

　
宗
人
令
一
人
、
左
右
宗
正
各
一
人
、
左
右
宗
人
各
一
人
、
す
べ
て
正
一
品
で
あ
り
、
皇
九
族
の
属
籍
を
管
理
す
る
。
…
…
当
初
、
湿
半
三
年
に
大
宗
正
院
を

　
置
く
。
二
十
二
年
に
宗
人
府
に
改
め
、
す
べ
て
親
王
に
統
轄
さ
せ
た
。

と
あ
る
。
親
王
の
宮
雀
を
正
｝
品
と
規
定
す
る
史
料
で
は
な
い
が
、
上
記
の
富
が
す
べ
て
正
一
晶
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
任
命
さ
れ
た
親
王

が
正
一
品
と
み
な
さ
れ
て
い
た
証
左
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　
問
題
は
郡
王
で
あ
る
。
郡
王
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
直
接
的
に
示
す
史
料
が
な
い
た
め
、
間
接
的
な
史
料
に
よ
っ
て
証
明
す
る
し
か
な

い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
『
祖
訓
録
』
職
制
に
あ
る
次
の
規
定
で
あ
る
。

　
凡
そ
頭
骨
の
子
孫
に
は
、
宮
職
を
授
け
る
。
子
に
は
鎮
国
将
軍
（
三
品
）
を
授
け
、
孫
に
は
里
国
将
軍
（
四
品
）
、
曾
孫
に
は
泰
国
将
軍
（
五
品
）
、
玄
孫
に

　
は
粟
国
二
尉
（
六
品
）
、
五
世
の
孫
に
は
輔
團
中
尉
（
七
品
）
、
六
二
の
孫
以
下
は
、
代
々
下
国
申
尉
（
八
勝
）
を
授
け
る
こ
と
と
す
る
。
（
括
弧
内
は
割

　
注
）

郡
王
の
子
孫
に
官
職
を
与
え
る
際
、
子
に
は
三
品
の
鎮
国
将
軍
、
孫
に
は
四
晶
の
輔
國
将
軍
、
曾
孫
に
は
五
晶
の
奉
圏
将
軍
と
い
う
よ
う
に
順

次
官
品
が
逓
減
さ
れ
、
六
世
の
孫
以
後
は
八
品
の
奉
国
中
尉
が
授
け
ら
れ
た
。

　
重
要
な
点
は
、
郡
王
の
子
供
が
三
品
の
鎮
国
将
軍
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
郡
王
の
官
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品
は
三
品
の
鎮
国
将
軍
よ
り
は
上
位
だ
が
、
正
一
品
の
親
王
よ
り
は
下
位
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
二
つ
。
す
な
わ
ち

親
王
よ
り
も
一
ラ
ン
ク
下
の
従
一
品
か
、
一
品
と
三
晶
と
の
間
に
位
置
す
る
二
晶
（
正
・
従
）
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
た
だ
し
二
品
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
一
つ
の
大
き
な
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
公
・
侯
・
伯
が
明
代
で
は
一
品
と
さ
れ
て
お
り
、
女

王
の
方
が
公
・
侯
・
伯
よ
り
も
下
位
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
爵
制
的
秩
序
の
序
列
と
し
て
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
（
1
1
頁
の
表
参
照
）
、

こ
の
点
か
ら
見
て
も
郡
王
は
従
～
品
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
明
代
の
親
王
と
郡
王
の
関
係
は
、
歴
代
王
朝
の
伝
統
を
継
承
し
て
各
々

正
一
晶
と
従
～
晶
と
さ
れ
、
さ
ら
に
郡
王
の
下
位
に
同
じ
従
一
品
の
公
・
侯
・
伯
が
位
置
し
て
い
た
と
ひ
と
ま
ず
結
論
で
き
よ
う
。

　
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
、
あ
ら
た
め
て
写
角
が
公
・
侯
・
伯
の
下
位
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
考
え
て
み
た
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

洪
業
初
年
の
蕃
王
の
王
爵
は
正
一
品
の
親
王
に
準
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
洪
武
末
の
「
改
定
偏
で
変
更
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
従
来
の

親
王
に
代
わ
っ
て
新
た
に
準
じ
た
の
は
従
一
品
の
郡
王
爵
で
あ
り
、
両
者
の
問
に
さ
ら
に
公
・
侯
・
伯
が
介
在
さ
せ
ら
れ
、
蕃
王
は
従
一
品
の

最
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
を
表
に
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
正
葛
㎜
…
…
親
王

　
　
従
一
晶
…
…
郡
王
、
公
、
侯
、
伯
、
蕃
王

ち
な
み
に
、
明
が
二
王
に
年
魚
爵
を
与
え
る
申
で
、
例
外
的
に
扱
わ
れ
た
の
が
朝
鮮
と
臼
本
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
明
は
こ
の
二
国
を

親
王
ラ
ン
ク
で
待
遇
し
、
特
に
朝
鮮
に
対
し
て
は
終
始
そ
の
態
度
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
蕃
王
が
二
王
ラ
ン
ク
で
慨
封
さ
れ

た
と
い
う
の
は
、
一
般
論
と
し
て
は
確
か
に
そ
う
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
例
外
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
節
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。

　
本
節
で
解
決
し
て
お
き
た
い
疑
問
が
も
う
一
点
あ
る
。
そ
れ
は
蕃
王
の
王
爵
と
官
僚
制
的
秩
序
と
の
関
係
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
明
代
の

聖
王
は
窟
僚
制
的
秩
序
で
は
正
二
出
頭
に
相
当
す
る
と
い
う
の
が
、
学
界
の
定
説
と
し
て
あ
る
。
『
明
史
撫
巻
六
十
七
、
輿
服
三
に
、
次
の
記

載
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
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明朝の対外政策と東アジアの国際秩序（檀上）

　
永
楽
中
、
琉
球
中
山
王
に
皮
弁
・
玉
圭
・
麟
抱
・
犀
帯
を
賜
い
、
一
百
㎜
の
秩
に
視
ら
う
。

　
こ
こ
で
着
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
「
二
品
の
秩
に
視
ら
う
（
視
二
品
秩
）
偏
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
実
際
に
官
職
を
与
え
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
晶
級
で
待
遇
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
琉
球
の
中
劇
王
は
二
品
の
雲
影
を
正
式
に
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
宮
僚
欄
的
秩

序
の
上
で
は
中
国
国
内
の
二
品
官
と
同
じ
待
遇
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
だ
。
直
接
的
な
史
料
は
琉
球
王
し
か
な
い
が
、
他
の
国
の
蕃
王
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
も
、
明
の
六
部
と
平
行
文
の
盗
文
形
式
で
文
書
の
往
来
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
く
正
二
品
官
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
蕃
王
は
す
べ
て
「
視
二
晶
秩
」
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
明
代
の
蕃
王
を
明
国
内
の
郡
王
に
準
じ
て
従
～
品
と
位
置
づ
け
た
場
合
、
こ
の
蕃
王
薮
「
視
二
嵩
置
」
説
と
の
関
係
を
知
何
に
理
解

す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
述
し
た
尊
王
1
1
「
従
～
晶
帯
説
と
「
視
晶
晶
秩
」
説
と
で
は
、
蕃
王
の
序
列
で
明
ら
か
に
矛
盾
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
最
初
に
指
摘
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
鷺
離
う
従
一
晶
の
郡
王
と
門
視
二
品
秩
」
と
は
異
な
る
秩
序
を
表
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い

う
ま
で
も
な
く
前
者
は
爵
制
的
秩
序
、
後
者
は
宮
僚
綱
的
秩
序
の
位
階
を
示
す
も
の
で
、
本
来
両
者
は
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
。
朝
貢
儀
礼
が

初
め
て
定
め
ら
れ
た
洪
武
二
年
段
階
で
は
、
蕃
王
の
位
置
は
爵
制
的
秩
序
で
は
親
王
（
正
一
晶
）
の
同
列
下
位
、
捜
物
制
的
秩
序
で
は
丞
相

（
正
一
品
）
と
敵
礼
関
係
に
あ
り
、
両
秩
序
に
齪
齢
が
起
こ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
当
時
は
爵
位
と
空
位
と
が
官
邸
の
も
と
に
＝
兀

化
さ
れ
、
親
王
・
丞
相
と
も
に
正
式
に
正
一
品
宮
の
列
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
洪
武
末
の
「
改
定
」
で
爵
制
的
秩
序
の
親
王
か
ら
郡
王
に
変
更
さ
れ
た
時
、
な
ぜ
窟
僚
勧
的
秩
序
で
は
従
　
品
官
で
は
な
く
「
視
二
品
秩
一

に
変
更
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
は
官
僚
機
構
の
ト
ッ
プ
に
立
つ
官
職
と
大
い
に
関
係
あ
る
。
洪
武
初
年
に
存
在
し
た
中
書
省
左
右
丞
網
が
廃
止
さ

れ
て
以
後
、
代
わ
っ
て
ト
ッ
プ
に
立
っ
た
の
は
正
二
品
の
六
部
尚
書
で
あ
る
（
地
方
は
正
二
品
の
都
指
揮
使
、
従
二
癩
の
布
致
使
）
。
た
と
え
従
一

品
の
郡
王
ラ
ン
ク
の
属
託
で
あ
っ
て
も
、
六
部
尚
書
と
敵
礼
関
係
に
立
つ
た
め
に
は
、
正
二
品
に
な
ぞ
ら
え
る
し
か
な
い
。
蕃
王
が
官
僚
制
的

秩
序
で
は
「
視
二
品
秩
」
と
規
定
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
明
国
内
の
官
制
改
革
に
対
応
し
た
措
麗
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
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措
置
を
可
能
に
し
た
の
が
、
そ
れ
ま
で
～
体
化
し
て
い
た
爵
綱
的
秩
序
と
官
僚
制
的
秩
序
と
の
分
離
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
二
つ
の
秩

序
が
両
立
で
き
る
よ
う
に
、
こ
と
さ
ら
分
離
さ
せ
た
と
み
る
方
が
実
情
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
は
重
事
を
従
一
品
の
郡

王
ラ
ン
ク
に
位
置
づ
け
つ
つ
、
二
品
官
と
も
規
定
す
る
新
た
な
道
を
開
く
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
今
ひ
と
つ
の
国
際
秩
序
で
あ
る
宗
法
秩
序
は
ど
う
か
。

玉8　（652）

2
　
冠
服
と
宗
法
秩
序

　
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
法
秩
序
は
中
国
王
朝
が
遊
牧
諸
国
家
と
盟
約
を
結
ん
だ
際
に
適
用
さ
れ
た
も
の
で
、
柵
封
関
係
（
朝
質
関

係
）
と
は
異
な
る
國
際
関
係
を
規
定
す
る
秩
序
で
あ
る
。
滞
封
関
係
に
取
り
込
む
こ
と
の
で
き
な
い
強
大
な
遊
牧
諸
国
家
・
諸
民
族
と
の
関
係

を
、
親
親
と
い
う
中
国
的
論
理
で
読
み
換
え
、
儒
教
的
世
界
観
の
中
に
位
置
づ
け
た
の
が
宗
法
秩
序
で
あ
っ
た
。
本
来
対
等
な
国
家
（
民
族
）

の
存
在
を
認
め
な
い
中
国
王
朝
が
、
現
実
の
国
際
閣
係
上
で
の
対
等
性
・
劣
勢
を
糊
塗
し
、
自
王
朝
の
自
尊
心
を
満
足
さ
せ
る
に
は
、
宗
法
秩

序
こ
そ
最
も
都
合
の
良
い
秩
序
で
あ
っ
た
。
申
国
王
朝
と
す
れ
ば
、
滞
無
関
係
に
あ
る
諸
国
家
・
諸
式
族
に
は
恋
盛
的
秩
序
と
官
僚
制
的
秩
序

を
、
ま
た
盟
約
関
係
に
あ
る
諸
国
家
・
諸
民
族
に
は
宗
法
秩
序
を
適
用
し
、
い
わ
ば
三
つ
の
秩
序
を
使
い
分
け
る
こ
と
で
、
・
王
観
的
に
は
中
国

の
優
位
性
・
中
心
性
を
維
持
し
て
き
た
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
使
い
分
け
が
最
も
有
効
に
機
能
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
盛
代
と
三
代
で
あ
る
。
周
辺
諸
国
に
攻
勢
を
掛
け
た
唐
と
守
勢
の

宋
と
で
は
、
自
ず
と
三
秩
序
の
適
用
の
仕
方
に
も
違
い
が
あ
る
が
、
と
も
に
こ
れ
ら
の
秩
序
を
通
じ
て
国
際
政
治
の
中
で
利
害
関
係
を
調
整
し

た
点
で
は
一
致
す
る
。
そ
れ
は
明
代
も
同
様
で
、
爵
制
的
秩
序
と
官
僚
制
的
秩
序
の
適
用
に
つ
い
て
は
前
節
で
詳
述
し
た
。
で
は
、
宗
法
秩
序

は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
実
は
明
代
に
は
、
周
辺
諸
国
・
諸
民
族
と
父
子
関
係
や
兄
弟
関
係
で
盟
約
を
結
ん
だ
こ
と
は
な
く
、
そ
の
限
り
で
唐
宋

時
代
の
よ
う
な
形
の
宗
法
秩
序
は
存
在
し
な
い
。
オ
イ
ラ
ト
の
壷
口
ン
や
日
本
の
豊
臣
秀
吉
が
、
和
議
の
条
件
に
公
主
の
降
嫁
を
望
ん
だ
際
に

　
　
　
　
　
　
③

も
拒
絶
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
現
実
の
圏
際
政
治
で
明
が
擬
棚
的
血
縁
関
係
や
宗
法
秩
序
を
利
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
う
し
た



明朝の対外政策と東アジアの国際秩序（檀上）

表　明代朝貢瞬の印童・冠服一覧

瞬名 三E　爵 窟　　位 印　　章 冠　　服

1 高麗 高麗園ヨ三 亀鉦金即（洪武2年） 冤月浸（洪武3年）

朝鮮 靱鮮国王 亀鉦金印（永楽元年） 九章姥服（永楽元年）

2 B本 日本国王 亀紐金印（永楽冗年） 九章艶服（永楽3年）

曝本国王（艶距秀吉） 金印（万繧23年） 皮弁冠服（万暦23年）

3 琉球中1ま」 琉球邸中由王 駝鑑鍍金銀印（洪武16年） 皮弁冠服（永楽2年）

4 安衛 安南蝋紙 駝錐鍍金銀漢（洪鍛2年） 皮弁冠服（正統7年）

5 占城 占城儲ヨ三 鍍金銀印（洪武2年） 冠帯（洪武2年）

6 懸羅 邊羅劉黒 駝鉦鍍金銀印（永楽元年）

7 臭機 二二難1三E 鍍金銀印（洪武20年）

8 緬旬 緬四国ヨ三 印章（永楽元年） 二二（永楽光年）

9 爪畦 爪嘘国葉王 鍍金銀印（永楽2年）

隠逸二幅蓋 冠帯（永楽3年）

10 前聞 勃乱国ヨ三 印諮（永楽3年） 冠服（永楽10年）

11 蘇禄 二二国東・鞭・二王 二二（永楽ユ5年） 凹凹（永楽15年）

12 蘇1霧ll答刺 蘇門答酬ll翻ヨ三 印誰（永楽3年）

13 細面力11 満黒血二王 El酷（永楽3年） 単弁制服（景泰6年以南）

14 三仏斉 三二斉懸ヨ三 駝銀鍍金銀印（二二10年）

15 二二二二 二二利酸ヨ三 E蹴（永楽9年）

16 古里 古里国三E 印二二（永楽3年）

王7 五二 阿枝国滋 印霊告（永楽14年）

圭8 古縦i理朗 古三豊朗国王 印結（永楽18年） 闇闇（永難8年）

王9 鳥思蔵 二二国師關闇黒 黒黒（永楽4年）

20 二八刺 二八剰国三i三 鍍金銀印（二黒2年）

21 二二 順二王（馬喰本） 特進金紫光禄大輪 二二金印（永楽7年）

賢義三薮（太平） 特進金紫光禄大央 印諮（永楽7年）

安楽三i三（把禿山羅） 特進金紫光禄大夫 印誰（永楽7庫）

22 縫範 和寧王（阿土台） 特進光四大炎 金印（永楽11年）

月嚢出置（俺答） 鍍金銀醸（二二6年）

23 吟密 忠順王 出帰（永楽3年間

鍍金雌蕊（正統IG年）

金印（弘治元年） 冠服（弘治元年）

註①　本表はぎ聡実録ζ大明会典謬『明史胃軸に基づき、史料中の∫酷吾をそのまま佼駕して作成した。

　②　印章・間服欄の（　）内の年骨と数字は下賜年次を意味する。

③琉球の冠服の下賜年次は史拳沖に記載がないが、本論第二謝謝⑦の罎難山論文に基づいて決定した。

　④　満剰加の皮謝謝服の下賜年次は不明であるが、崇泰6年以前に下賜されたことは『明実録謬から確認できるため、

　　翫記のように記した。
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表
面
上
の
現
実
と
は
裏
腹
に
、
明
は
実
に
巧
妙
な
方
法
で
宗
法
秩
序
を
周
辺
諸
国
に
適
用
し
て
い
た
。
そ
れ
は
後
に
も
先
に
も
明
朝
独
自
の
も

の
で
、
他
の
王
朝
に
は
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
冠
服
の
下
賜
を
通
し
て
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
中
国
王
朝
が
周
辺
諸
国
に
冠
服
を
下
賜
す
る
こ
と
自
体
、
明
以
前
か
ら
の
慣
例
で
あ
り
、
別
に
臣
薪
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
高
麗
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

宋
に
臣
従
す
る
と
と
も
に
金
に
対
し
て
も
朝
貢
し
た
が
、
宋
や
金
か
ら
た
び
た
び
冠
服
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
一
概
に
冠
服
と
い
っ
て

も
、
公
服
、
常
服
、
祭
服
、
礼
服
な
ど
そ
の
種
類
は
多
様
で
あ
り
、
ど
ん
な
冠
服
が
下
賜
さ
れ
た
か
史
料
に
も
明
記
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。

従
っ
て
墨
黒
に
よ
る
周
辺
諸
圏
の
ラ
ン
ク
付
け
ば
な
か
な
か
困
難
な
の
だ
が
、
明
代
に
つ
い
て
は
琉
球
王
国
と
豊
臣
秀
吉
に
与
え
た
冠
服
を
通

し
て
、
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

　
前
頁
の
表
「
明
代
朝
貢
国
の
印
章
・
冠
服
一
覧
」
（
以
下
「
表
」
と
略
称
）
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
大
半
が
単
に
冠
服
（
冠
帯
V
と
だ
け
記

さ
れ
る
中
で
、
「
九
章
冤
服
」
と
か
「
皮
弁
冠
服
」
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
九
章
礼
服
は
朝
鮮
と
B
本
だ
け
に
授
け
ら

れ
て
お
り
、
皮
弁
冠
服
は
「
表
」
で
は
安
寧
、
琉
球
、
満
刺
加
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
冠
服
な
の
か
。
ま
ず
重
服

に
つ
い
て
は
、
『
明
史
』
巻
六
十
六
、
輿
服
志
二
、
皇
帯
心
服
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん

　
洪
武
元
年
、
翰
林
学
士
陶
安
が
五
毘
を
製
作
す
る
よ
う
に
請
う
た
。
太
祖
が
書
う
に
は
、
五
情
の
礼
は
甚
だ
煩
雑
で
あ
る
。
天
地
・
家
廟
を
祭
る
時
に
は
蓑

　
べ
ん

　
箆
を
服
し
、
社
稜
等
の
紀
り
に
は
通
天
冠
・
縫
紗
砲
を
服
す
。
そ
れ
以
外
は
用
い
る
な
、
と
。
三
年
に
改
定
し
、
正
量
・
冬
至
・
塗
節
は
す
べ
て
蓑
冤
を
服

　
し
、
社
穫
・
先
農
・
欝
拝
を
祭
る
時
も
亦
た
隅
様
に
し
た
。
十
六
年
、
衰
冤
の
体
裁
を
定
め
た
。
晃
は
葡
円
後
方
、
嚢
底
縁
裏
（
表
は
黒
で
裏
は
う
す
あ

　
か
）
。
窯
業
各
々
十
一
一
硫
に
し
て
、
旛
は
五
采
の
玉
十
二
珠
、
…
…
。
嚢
は
玄
衣
黄
裳
に
し
て
十
二
章
、
繍
・
月
・
星
辰
・
山
・
龍
・
華
虫
の
六
章
を
衣
に

　
織
り
、
宗
舞
・
藻
・
火
・
粉
米
・
融
・
献
の
六
章
を
裳
に
刺
繍
す
る
。

　
要
す
る
に
、
冤
服
は
天
地
・
宗
廟
の
祭
り
な
ど
、
国
家
最
重
要
の
祭
灘
を
行
う
際
に
着
用
す
る
祭
服
で
あ
り
、
明
以
前
は
樹
帯
だ
け
で
な
く

～
般
の
官
僚
も
着
用
し
た
。
し
か
し
、
明
代
に
な
る
と
官
僚
の
着
用
は
な
く
な
り
、
単
帯
を
初
め
と
す
る
「
宗
室
」
専
用
の
祭
服
に
変
化
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

明
代
の
菟
服
の
特
微
は
何
よ
り
も
こ
の
点
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
同
じ
冤
服
と
い
っ
て
も
当
然
ラ
ン
ク
が
あ
り
、
宗
室
中
で
も
身
分
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明朝の対外政策と東アジアの国際秩序（檀上）

九旅晃

轟騨
　　装
1へ　蕩i

I　　翻
　　N

ll
革

嚢

　
骸

　

、

服

蟹饗
越

・
警
み

轡
纏
触
藁

裳鑛
鐙
幽
閑

拓
川
川

一

脚一・園1　皇太子糞箆纒（i三才図会詔衣服二巻）

’
－
．
、
ギ
．
藁
郵
、

に
応
じ
て
、
明
確
に
形
式
が
区
別
さ
れ
て
い
た
。

　
具
体
的
に
は
、
冤
冠
の
「
旛
偏
の
数
と
、
蓑
に
刺
繍
さ
れ
た

「
章
」
の
数
に
よ
っ
て
差
等
が
定
め
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
皇
帝
の

冤
は
十
一
一
続
十
二
玉
で
、
嚢
は
十
二
章
（
衣
六
章
、
裳
六
章
）
で
あ

る
が
、
皇
太
子
・
親
王
の
晃
は
九
平
九
玉
、
蓑
は
九
章
（
衣
五
章
、

裳
闘
章
）
、
さ
ら
に
郡
王
の
冤
は
二
丁
七
玉
、
衰
は
五
章
（
衣
三
章
、

裳
三
章
）
と
い
う
よ
う
に
、
順
次
、
身
分
が
下
が
る
ご
と
に
数
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

滅
少
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
先
に
見
た
「
九
章
錯
服
偏
と
は
、
九

硫
の
冤
冠
、
九
章
の
衰
（
衣
裳
）
で
あ
る
こ
と
は
琶
う
ま
で
も
な

く
、
こ
れ
を
朝
鮮
と
日
本
に
下
賜
し
た
こ
と
は
、
両
国
の
国
王
を

明
朝
国
内
の
「
親
王
」
と
同
等
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
朝
鮮
国
王
と
日
本
国
王
は
、
立
場
と
し
て
は
皇
帝
の
子
供

に
相
当
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
次
に
皮
弁
三
三
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
ほ
ど
の
『
明
史
幡

巻
六
十
六
、
輿
服
志
二
、
皇
帝
冤
服
の
続
き
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
皇
帝
皮
弁
服
。
朔
望
の
視
朝
、
降
詔
、
降
香
、
進
撃
、
四
夷
の
朝
貢
、

　
外
官
の
朝
観
、
策
士
の
伝
習
に
は
皆
な
こ
れ
を
服
す
。
慕
靖
以
後
、

　
太
歳
・
由
川
の
諸
神
を
祭
る
時
に
も
ま
た
こ
れ
を
服
し
た
。
そ
の
体

　
裁
は
、
洪
武
二
十
六
年
に
定
め
て
よ
り
、
皮
弁
は
鳥
影
で
こ
れ
を
覆
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図2：皇帝皮弁冠服函（ぎ万暦大明会典」巻60，冠服1，皇帝冤服）

　
　
つ
た
。
前
後
各
々
十
二
縫
に
し
て
、
縫
ご
と
に
五
采
の
玉
十
二
個
を
縫

　
い
付
け
て
飾
り
と
し
た
。
…
…
。

　
冤
服
が
國
家
最
大
の
祭
紀
で
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
皮
弁
冠
服

は
そ
れ
に
次
ぐ
重
要
儀
礼
で
着
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
皮
弁
と

い
う
よ
う
に
も
と
は
動
物
（
鹿
）
の
皮
で
作
成
さ
れ
た
が
、
明
代
に

は
鳥
撃
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
冤
が
玉
を
旛
と
い
っ
て
簾
の
よ
う
に
垂

ら
し
た
の
と
異
な
り
、
皮
弁
は
玉
を
何
列
か
に
縫
い
付
け
て
そ
れ
を

「
縫
」
と
呼
ん
だ
。
皇
帝
の
場
合
は
冤
と
同
じ
く
十
二
縫
十
二
玉
で

あ
り
、
皇
太
子
・
親
王
は
九
縫
九
玉
、
郡
王
は
七
縫
七
玉
と
定
め
ら

れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
皮
弁
三
三
も
明
代
に
は
宗
室
だ
け
の
祭
服

と
さ
れ
、
一
般
の
官
僚
が
着
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
こ
の
皮
弁
冠
服
の
与
え
ら
れ
た
の
が
安
南
・
琉
球
・
満
刺
加
で
あ

り
、
特
に
琉
球
に
つ
い
て
は
初
め
て
下
賜
さ
れ
た
永
楽
二
年
（
一
四

〇
四
）
以
来
、
王
の
代
替
わ
り
ご
と
に
明
か
ら
冊
封
使
が
派
遣
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

彼
ら
に
よ
っ
て
皮
弁
才
服
が
琉
球
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
琉
球
に
与
え

ら
れ
た
皮
弁
冠
服
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
七
縫
七

玉
の
皮
弁
冠
と
無
地
の
緯
紗
砲
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
こ

の
規
定
に
合
致
す
る
の
は
明
の
宗
室
の
中
で
は
三
王
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
明
は
琉
球
の
申
山
王
を
郡
王
に
見
立
て
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
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明朝の門外政策と東アジアの国際秩序（檀上）

は
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
明
の
皇
帝
と
中
山
王
と
が
「
祖
父
と
孫
」
の
関
係
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
お
そ
ら
く
琉
球

以
外
の
安
南
や
満
刺
加
に
下
賜
さ
れ
た
皮
弁
冠
服
も
、
郡
王
ラ
ン
ク
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
（
後
述
）
。

　
「
表
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
史
料
に
は
冤
服
、
黒
黒
冠
服
以
外
に
、
単
な
る
冠
服
あ
る
い
は
冠
帯
と
だ
け
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
が

公
服
・
常
服
・
祭
服
の
ど
れ
に
桐
黙
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
豊
臣
秀
吉
の
冊
封
時
の
礼
部
の
認
識
の
中
に
、

　
故
事
、
外
夷
の
襲
封
は
、
例
に
て
皮
弁
冠
服
及
び
諾
潜
門
の
項
を
賜
う
（
『
明
神
宗
実
録
』
万
麿
一
一
十
三
年
（
～
五
九
五
）
正
月
庚
辰
）
。

と
あ
る
の
は
示
量
的
で
あ
る
。
「
外
夷
扁
の
襲
封
時
に
は
慣
例
と
し
て
、
皮
弁
冠
服
と
極
数
・
詔
勅
な
ど
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
事
実

か
ら
推
測
す
る
と
、
「
表
」
中
の
心
服
（
冠
帯
）
の
中
に
も
聖
業
冠
服
が
含
ま
れ
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
加
え
て
秀
吉
に
与
え
た
皮
弁
冠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

服
も
琉
球
と
岡
じ
郡
王
ラ
ン
ク
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
明
が
周
辺
諸
国
に
下
賜
し
た
皮
弁
冠
服
は
、
す
べ
て
郡
王
ラ
ン
ク
で
あ
っ
た
と
み

な
し
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
先
に
安
里
や
満
刺
加
に
下
賜
さ
れ
た
の
も
、
郡
王
ラ
ン
ク
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
し
た
所
以
で

あ
る
。

　
と
も
あ
れ
明
は
冊
封
国
の
蕃
王
に
冤
服
か
皮
弁
畏
服
を
下
賜
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
朝
貢
国
の
ラ
ン
ク
付
け
を
行
っ
て
い
た
。
ラ
ン
ク
は
大
き

く
親
王
と
郡
王
の
二
つ
に
分
か
れ
、
朝
鮮
と
日
本
を
除
け
ば
蕃
王
は
す
べ
て
郡
王
ラ
ン
ク
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
朝
鮮
・
臼
本
と
は
父
子
関
係
、

そ
れ
以
外
の
国
と
は
祖
父
・
孫
関
係
の
宗
法
秩
序
が
適
用
さ
れ
た
と
私
は
考
え
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
湧
い
て
く
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
は
前
節
で
述
べ
た
爵
鋼
的
秩
序
と
の
関
係
如
何
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
明
が
周
辺
諸
国
に
授
与
し
た
王
爵
は
基
本
的
に
は
郡
王
爵
で
あ

り
、
朝
鮮
と
日
本
に
だ
け
親
王
爵
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
先
に
述
べ
た
。
こ
れ
は
冤
服
と
論
弁
冠
服
の
下
賜
さ
れ
た
国
に
対
応
す
る
も
の
で
、

そ
こ
に
着
欝
す
れ
ば
冠
服
は
宗
法
秩
序
の
可
視
的
標
識
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
乱
書
的
秩
序
を
表
す
新
た
な
ア
イ
テ
ム
と
の
見
方
も
成
り
立

つ
か
ら
で
あ
る
。
じ
じ
つ
従
来
の
研
究
で
は
こ
の
点
が
曖
昧
に
さ
れ
、
爵
制
的
秩
序
の
親
王
爵
と
宗
法
秩
序
の
父
子
関
係
（
あ
る
い
は
郡
王
爵
と

祖
父
孫
関
係
）
が
、
ほ
ぼ
同
義
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
両
者
は
明
確
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
理
由
を
述
べ
て
み
た

い
。
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蕃
王
の
王
爵
の
ラ
ン
ク
は
詰
命
（
辞
令
書
）
に
も
詑
さ
れ
て
お
ら
ず
、
表
面
的
に
は
す
べ
て
国
王
（
王
）
で
統
～
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
違
い

を
示
す
最
も
単
純
で
明
快
な
標
識
は
、
斎
言
時
に
皇
帯
か
ら
与
え
ら
れ
る
印
章
で
あ
ろ
う
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
印
章
は
そ
の
形
状
や
印
質
、

綬
色
等
で
差
等
が
設
け
ら
れ
、
皇
帝
の
使
用
す
る
玉
璽
を
筆
頭
に
、
身
分
や
窟
位
に
応
じ
て
幾
種
も
の
規
格
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
明
代
で
は

蕃
王
に
対
し
て
も
同
様
の
印
章
が
与
え
ら
れ
、
「
表
」
に
も
あ
る
よ
う
に
朝
鮮
・
日
本
に
は
亀
鉦
の
「
金
印
襯
が
、
ま
た
琉
球
・
安
詳
等
に
は

駝
鉦
の
「
鍍
金
翻
印
」
が
下
賜
さ
れ
た
。
明
朝
の
規
定
で
は
、
金
印
と
鍍
金
銀
印
と
は
そ
れ
ぞ
れ
親
王
と
郡
王
に
与
え
る
印
章
で
あ
り
、
そ
こ

か
ら
朝
鮮
と
日
本
と
は
親
王
ラ
ン
ク
、
琉
球
や
安
詳
等
は
図
書
ラ
ン
ク
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
も
っ
と
も
、
印
章
は
あ
く

ま
で
も
尊
尊
の
爵
舗
的
秩
序
の
可
視
的
標
識
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
印
章
で
示
さ
れ
る
親
王
・
郡
王
と
い
う
蕃
王
の
地
位
は
、
単
な
る
爵
制
上
の

身
分
序
列
で
あ
っ
て
、
決
し
て
親
親
の
宗
法
秩
序
と
し
て
の
子
あ
る
い
は
孫
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
他
方
、
明
が
冠
服
に
込
め
た
意
図
は
、
印
章
と
は
ま
た
違
う
。
も
と
も
と
蕃
王
に
は
伝
統
的
に
種
々
の
冠
服
が
与
え
ら
れ
、
菟
服
も
歴
代
王

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

朝
で
度
々
下
賜
さ
れ
た
。
だ
が
、
明
の
特
徴
は
冤
服
・
皮
弁
冠
服
を
宗
室
専
用
の
祭
服
と
規
定
し
、
冊
封
し
た
蕃
王
に
等
・
し
く
授
与
し
た
点
に

あ
る
。
つ
ま
り
冤
服
・
皮
霜
冠
服
が
宗
室
の
象
徴
と
な
り
、
そ
れ
ら
が
冊
封
時
や
門
蕃
夷
の
襲
封
」
に
際
し
て
必
ず
下
賜
さ
れ
た
こ
と
は
、
明

と
蕃
王
と
の
問
に
擬
制
的
血
縁
関
係
が
成
立
し
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ
こ
で
の
冠
服
は
皇
帝
と
蕃
王
と
の
親
親
の
証
で
あ
り
、
蕃
王
は
冠
服
の

種
類
に
応
じ
て
宗
法
秩
序
の
申
の
親
王
（
子
）
あ
る
い
は
郡
王
（
孫
）
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
親
親
関
係
に
あ
る
皇
帝
と
の

親
疎
の
序
列
で
あ
り
、
岡
じ
親
王
・
郡
王
で
も
印
章
に
示
さ
れ
る
尊
尊
の
序
列
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
印
章
と
冠
服
と
は
秩

序
原
理
を
異
に
す
る
ア
イ
テ
ム
で
あ
り
、
両
者
は
闘
個
に
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
が
今
ま
で
岡
列
視
さ
れ
て
き
た
理

由
は
、
従
来
の
研
究
に
秩
序
原
理
の
観
点
か
ら
捉
え
る
発
想
が
、
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
明
が
印
章
と
冠
服
に
込
め
た
意
図

は
、
爵
制
的
秩
序
と
宗
法
秩
序
を
区
別
す
る
こ
と
で
初
め
て
認
識
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
冤
服
・
皮
弁
冠
服
の
蕃
王
へ
の
下
賜
が
慣
例
化
す
る
の
は
、
永
楽
年
間
以
後
の
こ
と
だ
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
門
表
し
に
も
あ
る
よ
う
に
、
朝
鮮
に
は
永
楽
元
年
、
琉
球
に
は
永
楽
二
年
、
ま
た
日
本
に
は
永
楽
三
年
に
そ
れ
ぞ
れ
下
賜
さ
れ
た
。
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明朝の対外政策と東アジアの国際秩序（檀上）

お
そ
ら
く
永
楽
時
代
に
一
気
に
増
加
す
る
朝
貢
国
に
対
し
て
も
、
同
様
の
興
言
が
と
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
永
楽
以
後
に
は
蕃

王
の
柵
封
聴
に
印
章
と
冠
服
と
が
対
で
下
賜
さ
れ
、
こ
れ
が
明
の
定
式
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
で
は
な
ぜ
永
楽
時
代
な
の
か
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
藩
王
朝
貢
儀
礼
は
洪
武
二
年
に
い
っ
た
ん
成
立
し
、
こ
れ
に
伴
い
要
急
の
朝
廷
で
の
序
列
は
正
∬
㎜
の
親
王
の
同
列
下

位
と
定
め
ら
れ
た
。
洪
武
二
十
七
年
に
「
改
定
」
が
な
さ
れ
、
二
王
は
従
　
品
の
郡
王
ラ
ン
ク
に
格
下
げ
さ
れ
て
、
序
列
も
同
じ
従
葺
㎜
の

公
・
侯
・
伯
の
下
位
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
改
定
」
に
よ
っ
て
尊
王
の
位
置
は
確
定
す
る
の
だ
が
、
実
は
こ
れ
以
前
の
蕃
王
の
立

場
は
極
め
て
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
規
定
で
は
蕃
王
は
親
王
ラ
ン
ク
と
決
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
現
実
の
国
際
政
治

で
は
大
半
が
襟
懐
ラ
ン
ク
で
扱
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
「
改
定
」
以
前
に
蕃
王
に
与
え
た
印
章
を
見
る
と
、
高
麗
王
に
授
け
た
金
印
を
除

け
ば
す
べ
て
郡
王
爵
の
鍍
金
銀
印
で
あ
り
、
覇
度
の
運
営
に
混
乱
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
洪
武
二
十
七
年
の
「
改
定
漏
は
、
一
面
で
は
そ
の
混
乱
の
解
消
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
薄
雪
は
正
式
に
従
一
品
の
郡

王
ラ
ン
ク
と
規
定
さ
れ
、
む
し
ろ
正
　
品
の
親
王
爵
の
方
が
特
例
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
従
来
は
圏
家
の
規
定
と
現
実
の
運
用

と
の
間
に
荒
居
が
あ
っ
た
の
が
、
現
実
に
規
定
を
合
わ
せ
て
変
更
を
行
っ
た
た
め
、
よ
う
や
く
湖
度
と
し
て
の
安
定
を
得
た
と
い
え
る
。
印
章

の
ラ
ン
ク
に
応
じ
て
冠
服
を
授
与
で
き
た
（
つ
ま
り
爵
制
的
秩
序
と
宗
法
秩
序
を
一
体
化
す
る
）
背
景
に
、
蕃
王
の
王
爵
の
制
度
的
確
定
が
あ
っ
た

こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
蕃
王
へ
の
箆
服
・
皮
弁
冠
服
の
下
賜
は
、
洪
武
豊
の
「
改
定
」
を
経
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

冠
服
の
下
賜
が
永
楽
以
後
に
慣
例
化
し
た
の
も
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
印
章
と
冠
服
と
が
と
も
に
蕃
王
と
い
う
個
人
に
与
え
ら
れ
、
託
言
的
秩
序
と
宗
法
秩
序
と
が
～
体
化
し
た
と
こ
ろ
に
明
代

の
特
徴
が
あ
っ
た
。
し
か
し
で
は
な
ぜ
、
明
は
爵
制
的
秩
序
と
宗
法
秩
序
と
を
一
体
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
潜
距
秩
序
（
爵
制
的

秩
序
・
官
僚
制
的
秩
序
）
に
包
摂
で
き
な
い
遊
牧
民
族
を
、
や
む
な
く
宗
法
秩
序
で
捉
え
藏
し
た
唐
宋
時
代
と
異
な
り
、
明
代
で
は
冊
封
を
受
け

た
周
辺
諸
国
の
す
べ
て
に
宗
法
秩
序
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
尊
尊
の
令
制
的
秩
序
（
翼
臣
秩
序
）
に
組
み
込
ん
だ
朝
貢
国
に
、
な
ぜ
親

親
の
宗
法
秩
序
を
あ
ら
た
め
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
目
的
が
あ
っ
た
の
か
。
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こ
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
天
下
に
親
親
が
貫
徹
し
た
「
天
下
一
家
（
華
夷
～
家
）
」
の
状
態
を
想
定
す
る
こ
と
で
、
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
こ
で
の
薫
修
の
位
置
は
、
爵
制
的
秩
序
で
は
天
子
に
対
す
る
臣
下
と
し
て
の
王
で
あ
る
と
と
も
に
、
宗
法
秩
序
で
は
天
子
の
子
あ
る
い

は
孫
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
実
の
国
際
政
治
で
印
章
と
冠
服
と
が
同
時
に
下
賜
さ
れ
た
こ
と
は
、
両
秩
序
の
一
体
化
を
象
徴
的
に
示
す

も
の
で
あ
り
、
天
下
一
家
の
状
況
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
明
朝
は
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
あ
る
天
下
一
家
の
形

象
（
虚
構
）
を
借
り
て
、
現
実
に
存
在
す
る
朝
貢
関
係
（
君
臣
関
係
）
に
薪
た
な
意
味
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。

　
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
永
楽
時
代
は
洪
武
時
代
に
構
築
さ
れ
た
朝
貢
体
制
を
、
制
度
面
で
も
規
模
の
礪
で
も
充
実
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

り
安
定
し
た
国
際
秩
序
を
確
立
し
た
。
そ
の
間
、
永
楽
帝
自
身
も
「
狩
れ
天
下
一
統
し
、
華
夷
一
家
な
れ
ば
、
何
ん
ぞ
彼
此
の
問
有
ら
ん
や
」

と
か
、
あ
る
い
は
「
華
黒
本
よ
り
一
家
に
し
て
、
朕
天
命
を
奉
じ
て
天
子
と
為
る
。
天
の
覆
う
と
こ
ろ
、
地
の
載
せ
る
と
こ
ろ
、
皆
な
朕
が
赤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

子
な
り
、
量
に
彼
此
有
ら
ん
や
」
な
ど
と
、
華
々
一
家
の
形
象
を
さ
か
ん
に
強
調
す
る
こ
と
で
、
朝
貢
甚
平
の
正
当
化
を
図
っ
て
い
っ
た
。
そ

れ
に
利
用
さ
れ
た
の
が
集
義
で
あ
り
、
か
つ
て
国
際
秩
序
で
圃
有
の
役
割
を
果
た
し
た
宗
法
秩
序
は
、
朝
貢
体
制
を
正
当
化
す
る
根
拠
へ
と
そ

の
役
割
を
特
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
明
代
の
朝
貢
体
制
は
そ
の
内
部
に
宗
法
秩
序
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
に
よ
り
補
強
さ
れ
た
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
明
代
に
至
っ
て
官
僚
制
的
秩
序
か
ら
分
離
し
た
爵
制
的
秩
序
は
、
薪
た
に
宗
法
秩
序

と
一
体
化
す
る
こ
と
で
、
明
代
独
自
の
構
造
を
持
つ
朝
貢
体
舗
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

①
こ
の
規
定
は
前
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
諸
司
職
掌
隔
巻
四
、
諸
蕃
朝
貢
に
す
で
に

　
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

②
高
橋
公
明
「
外
交
文
書
、
「
轡
」
「
沓
」
に
つ
い
て
」
『
年
報
中
世
史
研
究
騙
七

　
暑
、
一
九
八
二
年
。

③
秀
吉
の
要
求
に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
三
木
聰
論
文
を
参
照
。
ま
た
エ
セ
ン
が
明

　
側
に
公
権
の
要
求
を
し
、
そ
れ
が
拒
絶
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
鄭
暁
『
今

　
閉
山
蜘
巻
二
、
　
一
百
山
ハ
参
昭
…
。

④
柳
喜
卿
・
朴
京
子
『
韓
麗
服
飾
文
化
史
隔
源
流
社
、
…
九
八
翼
年
。

⑤
周
紹
泉
「
明
代
服
飾
探
論
」
『
史
学
月
刊
嚇
｝
九
九
〇
年
第
六
期
。

⑥
窪
壼
順
『
中
国
歴
代
帝
王
冤
服
研
究
隔
東
華
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
。

⑦
原
田
萬
雄
「
琉
球
に
関
す
る
…
　
つ
の
考
察
一
皮
弁
と
三
門
1
」
『
南
島
史

　
学
腕
國
十
二
号
、
一
九
九
二
年
。
同
「
明
・
清
時
代
の
琉
球
国
王
の
冠
服
偏
『
爾

　
島
史
学
篇
四
十
八
号
、
一
九
八
三
年
。
同
門
琉
球
国
王
の
皮
弁
冠
服
偏
『
沖
縄
文

　
化
研
究
撫
二
十
七
巻
、
二
〇
〇
　
年
。
豊
見
山
和
行
「
明
朝
の
構
封
関
係
か
ら
み

　
た
琉
球
王
権
と
身
分
制
扁
『
琉
球
王
国
の
外
交
と
王
権
撫
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

　
険
年
、
初
畠
は
一
九
八
七
年
、
等
参
照
。
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⑧
大
鹿
脩
「
豊
臣
秀
吉
を
霞
本
国
王
に
封
ず
る
王
命
に
つ
い
て
i
我
が
国
に
現

　
存
す
る
明
代
の
諾
勅
一
」
『
関
下
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
蝕
四
号
、
一
九

　
七
一
年
。
河
上
繁
樹
「
豊
臣
秀
吉
の
日
本
濁
王
冊
封
に
関
す
る
冠
服
に
つ
い
て
」

　
『
学
叢
臨
ニ
ナ
号
、
一
九
九
八
年
。

⑨
例
え
ば
高
麗
王
朝
に
下
賜
さ
れ
た
冤
服
に
つ
い
て
は
、

　
子
璽
韓
国
懸
盤
文
化
史
』
　
｝
一
三
ペ
ー
ジ
の
表
を
参
照
。

⑳
円
明
太
宗
実
録
撫
永
楽
二
年
夏
四
月
辛
未
朔
。

⑪
　
剛
明
太
宗
実
録
睡
永
楽
二
十
一
年
冬
十
月
巴
巳
。

註
④
、
柳
喜
卿
・
朴
京

三
　
華
夷
秩
序
の
明
的
表
現
形
式

明朝の対外政策と東アジアの国際秩序（檀上）

　
形
式
面
か
ら
兇
る
限
り
明
代
の
朝
酒
体
綱
こ
そ
、
華
夷
秩
序
の
理
念
を
最
も
忠
実
に
再
現
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
明
代
に

は
国
際
交
流
が
国
家
間
に
限
定
さ
れ
、
朝
貢
制
度
を
通
じ
て
の
み
行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
対
外
交
流
が
朝
貢
制
度
に
＝
兀
化
さ
れ
た
こ
の
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

制
を
、
今
日
で
は
「
朝
貢
一
元
体
制
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
。
先
述
し
た
爵
制
的
秩
序
と
宗
法
秩
序
と
の
一
体
化
は
、
こ
の
体
制
に
し
て

初
め
て
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
朝
貢
～
元
体
制
の
も
と
で
、
周
辺
諸
圏
は
明
の
周
囲
に
均
等
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
確
か
に
諸
王
は
　
律
に
「
視
二
品
秩
扁
と
さ
れ
た
が
、
印
章
や
忌
服
で
差
等
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
明
は
当
該
国
の
国
力
や
国
際
情
勢
を
見
て
、
蕃
王
の
序
列
を
変
更
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
「
視
二
品
秩
」
の
官
僚
舗
的
秩
序

で
す
ら
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
の
具
体
的
あ
り
よ
う
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
い
く
つ
か
の
事
例
を
通
し
て
検
討
し
て
み
た

い
。

　
ま
ず
、
永
楽
時
代
の
モ
ン
ゴ
ル
と
の
関
係
を
見
て
み
よ
う
。
洪
武
時
代
に
は
多
く
の
海
外
諸
国
が
柵
封
さ
れ
た
の
に
対
し
、
北
の
モ
ン
ゴ
ル

は
よ
う
や
く
永
楽
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
明
は
オ
イ
ラ
ト
と
七
宝
ル
と
の
対
立
・
抗
争
を
利
用
し
つ
つ
、
両
者
を
交
互
に
冊
封
す
る
。

オ
イ
ラ
ト
に
つ
い
て
は
『
明
太
宗
実
録
』
永
楽
七
年
五
月
乙
未
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
オ
づ
ア
　
　
マ
　
フ
マ
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
イ
ピ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ト
ゥ
ボ
ロ
ド

　
瓦
刺
の
馬
恰
木
を
封
じ
て
特
進
金
紫
光
禄
大
夫
・
順
書
影
と
為
し
、
太
平
を
特
進
金
紫
光
禄
大
夫
・
賢
義
王
と
為
し
、
把
野
栄
羅
を
特
進
金
紫
光
禄
大
夫
・

　
安
楽
王
と
為
し
、
伍
お
所
司
に
命
じ
て
印
・
誰
を
給
賜
す
。

　
オ
イ
ラ
ト
の
部
族
長
を
珊
封
し
て
君
臣
関
係
を
結
び
、
王
孫
を
与
え
て
爵
制
的
秩
序
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
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こ
の
野
島
イ
ラ
ト
の
部
族
畏
に
授
け
た
王
号
に
注
意
さ
れ
た
い
。
野
栄
王
、
賢
義
王
、
安
楽
王
と
い
う
よ
う
に
、
天
子
の
徳
で
教
化
さ
れ
た
か

の
よ
う
な
王
号
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
代
の
國
際
秩
序
を
分
析
し
て
い
る
金
子
修
一
氏
は
、
こ
う
し
た
馬
上
の
こ
と
を
「
徳
化
王
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
命
名
し
、
新
羅
王
と
か
渤
海
国
王
な
ど
の
国
名
に
基
づ
く
「
本
国
王
」
と
区
別
し
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
徳
化
王
は
儀
礼
的
・
一
時
的
な

性
格
を
持
つ
名
誉
酷
暑
で
あ
り
、
多
く
は
北
方
や
西
域
の
諸
血
族
に
授
与
さ
れ
た
と
い
う
。
先
の
オ
イ
ラ
ト
諸
王
も
同
様
の
性
格
を
持
つ
た
め
、

本
稿
で
も
徳
化
王
と
い
う
呼
称
に
従
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
金
子
氏
に
よ
れ
ば
、
唐
代
の
徳
化
王
は
本
国
王
に
比
べ
て
一
ラ
ン
ク
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う
に
明

代
も
岡
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
明
代
で
は
徳
化
王
を
一
律
に
下
位
に
置
い
た
わ
け
で
な
く
、
そ
の
時
々
の
国
際
情
勢
を
勘
案
し
て
様
々
な
工
夫
が

施
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
オ
イ
ラ
ト
諸
王
に
は
印
章
が
授
与
さ
れ
た
が
、
仁
心
王
の
印
章
は
駝
鉦
の
金
印
で
あ
る
こ
と
が
別
の
史
料
か
ら
判
明

　
　
　
④

し
て
い
る
。
明
が
オ
イ
ラ
ト
諸
王
を
岡
等
に
扱
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
他
の
二
王
も
駝
鉦
の
金
印
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
あ
ら
た
め
て
奮
う
ま
で
も
な
く
金
印
は
親
王
ラ
ン
ク
を
意
味
し
、
盗
時
の
本
国
王
の
大
半
が
郡
王
ラ
ン
ク
で
あ
る
の
と
比
較
す
れ
ば
、

オ
イ
ラ
ト
諸
王
へ
の
優
遇
の
様
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
明
楽
の
ア
ル
タ
ン
・
カ
ン
が
、
順
義
王
の
王
号
と
と
も
に
鍍
金
苗
印
を
授
か
っ
た
の

　
　
　
　
⑤

に
比
べ
て
も
、
か
な
り
の
厚
遇
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
特
筆
す
べ
き
は
、
彼
ら
諸
王
に
特
進
金
紫
光
禄
大
夫
と
い
う
散
書
が
授
与
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
特
進
金
紫
光
禄
大
夫
は
明
代
で
は
正

一
品
に
当
た
り
、
官
僚
機
構
の
最
高
の
這
這
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
永
楽
十
一
年
に
冊
封
し
た
タ
タ
ル
の
ア
ロ
ク
タ
イ
も
岡
様
で
、
和
寧
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
王
号
と
と
も
に
特
進
光
禄
大
夫
の
散
官
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
明
の
実
質
支
配
が
彼
ら
に
及
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
散
官
の
授
与

は
象
徴
的
意
昧
合
い
し
か
持
っ
て
い
な
い
。
だ
が
明
と
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
と
の
関
係
性
を
表
す
指
標
と
し
て
、
通
例
の
「
視
…
一
品
秩
」
よ
り
上
位

の
正
一
事
事
を
与
え
た
こ
と
は
、
彼
ら
を
特
別
視
し
て
い
る
こ
と
の
証
と
は
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
永
楽
帝
と
し
て
は
オ
イ
ラ
ト
と
タ
タ
ル
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
交
互
に
優
遇
す
る
こ
と
で
、
互
い
に
牽
綱
さ
せ
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
ま
た
裏
返
し
て
雷
え
ば
、
豊
年
の
序
列
が
不
変

か
つ
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
明
と
の
関
係
次
第
で
い
く
ら
で
も
変
更
で
き
る
と
と
も
に
、
明
が
そ
の
序
列
に
特
別
の
意
味
を
込
め
て
い
た
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明朝の対外政策と東アジアの国際秩序（檀上）

こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
を
も
う
少
し
後
の
B
本
と
の
関
係
で
確
認
し
て
み
た
い
。
～
五
九
二
年
（
明
の
万
歴
一
十
年
）
に
始
ま
る
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
（
文
禄

の
役
）
は
、
そ
の
翌
年
か
ら
日
明
問
で
和
平
交
渉
が
開
始
さ
れ
、
紆
余
曲
折
を
経
て
明
の
使
節
が
大
坂
城
に
到
来
し
て
、
秀
吉
の
日
本
国
王
冊

封
で
決
着
す
る
か
に
見
え
た
。
だ
が
周
知
の
通
り
、
明
豊
の
処
遇
に
立
腹
し
た
秀
吉
が
再
び
雇
兵
を
命
じ
た
た
め
（
慶
長
の
役
）
、
結
周
秀
吉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

偶
封
は
実
現
せ
ず
に
終
わ
る
。
次
に
掲
げ
る
の
は
文
禄
の
役
と
慶
長
の
役
と
の
聞
に
、
北
京
で
行
わ
れ
た
明
と
B
本
と
の
和
平
交
渉
を
記
し
た

史
料
で
あ
る
。
講
和
を
主
導
し
た
小
西
行
長
は
家
臣
の
内
藤
如
安
（
小
西
飛
騨
守
）
を
北
京
に
派
遣
し
、
秀
吉
を
冊
封
す
る
こ
と
で
戦
争
に
終

止
符
を
打
と
う
と
画
策
す
る
。
噸
明
神
宗
実
録
曝
万
暦
二
十
三
年
（
｝
五
九
五
）
正
月
庚
辰
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
礼
部
〔
尚
書
〕
の
苑
謙
が
、
豊
臣
平
秀
吉
に
皮
弁
難
服
・
絆
綜
等
の
項
、
及
び
落
命
・
詔
勅
・
印
章
を
支
給
す
る
よ
う
に
講
う
た
。
こ
れ
よ
り
以
箭
、
小
西

　
飛
（
小
薦
飛
騨
守
契
内
藤
如
安
）
が
書
う
に
は
、
日
本
に
は
す
で
に
国
王
が
存
在
し
な
い
の
で
、
秀
審
を
冊
封
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
。
そ
こ
で
礼
部
は
順

　
化
王
に
冊
封
す
る
案
を
立
て
た
が
、
旨
を
奉
じ
た
と
こ
ろ
平
秀
吉
を
譲
本
国
王
に
封
ず
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
故
事
で
は
、
外
夷
の
襲
爵
は
、
慣
例
と
し
て

　
皮
弁
冠
服
及
び
諾
命
・
詔
勅
等
の
項
を
賜
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
最
初
に
冊
封
し
た
時
に
印
章
を
授
け
る
な
ら
わ
し
が
あ
り
、
冒
本
も
永
楽
の
初
め
に
紺
封

　
さ
れ
て
よ
り
、
亀
鉦
の
金
印
を
賜
っ
て
い
る
。
時
に
小
西
飛
が
供
述
す
る
に
は
、
旧
恩
は
す
で
に
無
い
の
で
、
瑚
に
鋳
造
し
て
支
給
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
。

　
　
こ
う
い
う
こ
と
で
併
せ
て
印
章
の
講
求
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
詔
を
下
し
て
そ
れ
に
従
っ
た
。

　
日
本
側
の
秀
吉
需
封
の
要
求
に
対
し
、
礼
部
の
当
初
案
で
は
秀
吉
に
「
順
化
王
」
と
い
う
王
号
を
与
え
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
皇
帝

の
許
し
が
出
た
こ
と
で
、
豊
本
國
王
と
し
て
あ
ら
た
め
て
柵
封
ず
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
本
国
王
の
方
が

徳
化
王
よ
り
も
上
位
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
事
実
で
あ
り
、
聖
代
に
つ
い
て
論
じ
た
先
の
金
子
氏
の
指
摘
と
符
合
す
る
。
さ
ら
に
秀
吉
に
対
し

て
順
化
王
と
い
う
王
号
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
徳
化
王
の
王
暑
が
遊
牧
民
族
だ
け
で
な
く
、
海
外
諸
国
の
病
毒
に
も
授
与
さ
れ
る
可
能

性
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
と
も
と
明
代
で
の
徳
化
王
の
王
号
は
、
『
万
暦
野
雄
編
撫
補
遺
歩
調
、
土
司
、
夷
酋
三
公
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ル
ク
ン

　
夷
秋
の
首
長
（
夷
曾
）
で
王
号
を
得
た
者
は
、
例
え
ば
瓦
刺
の
順
寧
玄
馬
総
量
、
賢
義
王
太
平
、
安
楽
段
鼻
車
借
で
あ
る
。
最
近
で
は
詑
虜
の
順
義
王
俺
谷
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の
や
か
ら
が
そ
う
で
あ
り
、
彼
ら
は
み
な
高
位
高
冷
（
事
象
）
を
与
え
て
覇
摩
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

と
あ
る
よ
う
に
、
強
大
な
勢
力
を
持
つ
周
辺
民
族
の
首
長
を
、
羅
平
す
る
た
め
に
与
え
る
名
峰
的
な
幽
々
で
あ
っ
た
。
東
ア
ジ
ア
を
混
乱
に
陥

れ
た
秀
吉
は
、
ま
さ
に
鵜
摩
す
る
に
相
応
し
い
王
号
を
持
つ
べ
き
だ
と
理
解
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
明
と
の
関
係
如
何
で
、
本
国

王
で
す
ら
徳
化
王
に
格
下
げ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
貴
重
な
例
証
で
あ
る
。

　
こ
の
時
、
明
は
秀
吉
の
日
本
国
王
冊
封
と
と
も
に
、
薪
た
に
金
印
の
授
与
も
決
定
し
た
。
金
印
は
か
つ
て
永
楽
帝
が
日
本
国
明
認
道
義
（
足

利
義
満
）
に
与
え
て
い
た
の
だ
が
、
紛
失
を
理
由
に
日
本
側
が
再
度
要
請
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
要
講
自
体
、
秀
書
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
こ

と
と
は
い
え
、
こ
こ
で
明
側
が
金
印
授
与
を
決
定
し
た
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
明
は
秀
吉
を
爵
湖
的
秩
序
で
は
親
王
ラ
ン
ク
に
位
置
づ

け
、
日
本
国
王
の
伝
統
的
な
序
列
に
変
更
を
加
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
だ
け
に
着
題
す
る
と
秀
吉
も
義
満
も
同
等
の
立
場
に
あ
り
、

明
と
朝
鮮
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
秀
吉
を
、
か
な
り
寛
大
に
処
遇
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
だ
が
実
際
の
と
こ
ろ
、
明
は
秀
吉
を
冊
封
す
る

に
当
た
り
、
用
意
周
到
に
差
別
化
を
施
し
て
い
た
。
そ
れ
は
冠
服
の
上
に
巧
み
に
示
さ
れ
て
い
る
。
万
暦
帝
が
秀
吉
に
下
賜
し
た
の
は
郡
王
ラ

ン
ク
の
皮
弁
冠
服
で
あ
り
、
親
王
ラ
ン
ク
の
冤
服
を
下
賜
し
た
義
満
と
明
ら
か
に
区
別
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
従
来
、
印
章
と
冠
服
の
ラ
ン
ク
は
栢
互
に
対
応
し
、
爵
制
的
秩
序
と
宗
法
秩
序
と
が
一
体
化
し
た
の
が
明
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
と
日
本

と
は
親
王
ラ
ン
ク
の
金
印
と
冤
服
が
、
そ
れ
以
外
の
国
に
は
郡
王
ラ
ン
ク
の
鍍
金
銀
鉱
と
思
弁
冠
服
を
与
え
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
秀
吉
に

限
っ
て
、
金
印
を
受
け
な
が
ら
宗
法
秩
序
で
は
格
下
の
皮
弁
冠
服
と
し
た
の
に
は
、
当
然
懲
罰
的
意
昧
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

明
が
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
基
づ
き
こ
の
処
置
を
下
し
た
か
は
不
明
だ
が
、
日
本
の
当
時
の
実
力
と
従
来
の
序
列
を
勘
案
し
た
上
で
の
、
あ
る

種
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
働
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
明
が
こ
の
時
点
で
決
定
し
た
日
本
国
王
豊
臣
秀
吉
の
国
際
上
の
位
置
は
、
日
本
国

王
源
道
義
や
朝
鮮
国
王
よ
り
は
下
位
で
あ
る
が
、
聖
像
国
王
や
琉
球
国
王
よ
り
は
上
位
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
明
は
偶
封
に
伴
う
蕃
王
の
序
列
化
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
礼
儀
典
章
の
確
立
を
国
家
支
配
の
基
礎
に
置

く
中
国
王
朝
に
と
り
、
群
群
冊
封
時
の
最
低
限
の
作
業
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
は
っ
き
り
い
っ
て
、
冊
封
を
拒
絶
し
た
秀
吉
に
と
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っ
て
は
、
明
の
下
賜
す
る
冠
服
が
下
煮
で
あ
ろ
う
と
皮
弁
冠
服
で
あ
ろ
う
と
、
～
切
関
係
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
秀
吉
に
は
両
者

の
違
い
な
ど
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
着
冒
す
れ
ば
蕃
王
の
序
列
化
は
、
礼
制
を
重
視
し
名
分
に
こ
だ
わ
る
明
側
の
主

観
的
な
描
置
で
あ
っ
た
と
い
え
な
く
も
な
い
。

　
だ
が
そ
の
一
方
で
、
女
王
の
序
列
化
が
一
部
の
朝
貢
国
の
中
で
は
、
一
定
の
昭
南
と
有
効
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ

っ
た
。
少
な
く
と
も
明
と
価
値
を
共
有
す
る
朝
貢
国
内
で
は
、
序
列
の
上
下
が
国
際
政
治
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
『
明
英

宗
実
録
瞼
天
順
元
年
（
～
四
五
八
）
六
月
甲
午
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
安
南
国
王
城
溶
が
上
奏
し
た
。
朝
廷
に
冊
封
し
て
い
た
だ
き
王
爵
を
賜
り
ま
し
て
よ
り
、
臣
は
た
だ
朝
命
を
承
け
る
こ
と
す
で
に
十
余
年
に
な
り
ま
す
。
朝

　
鮮
国
王
の
例
に
な
ら
っ
て
、
臣
に
衰
箆
を
御
下
招
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
、
伏
し
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
、
と
。
上
は
従
わ
な
か
た
。

何
か
と
朝
鮮
を
ラ
イ
バ
ル
毒
す
る
安
南
が
、
朝
鮮
に
な
ら
っ
て
細
工
の
下
賜
を
要
求
し
て
、
明
に
拒
絶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
安
南
は
天
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

八
年
に
も
発
意
の
要
請
を
行
い
、
再
度
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
蕃
王
の
序
列
化
が
、
単
な
る
明
の
独
善
的
な
措
置
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
証
左
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
ま
た
安
南
の
別
の
行
動
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
永
楽
帝
の
華
南
出
兵
と
そ
の
内
地
化
は
周
知
の
事
実
だ
が
、
出
兵
に
当
た
り
明
側
は

安
南
の
大
罪
二
十
条
を
数
え
あ
げ
た
。
そ
の
中
の
一
条
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
『
明
太
宗
実
録
』
永
楽
四
年
（
一
四
〇
六
）
冬
十
月
乙
未

に
、　

占
城
は
中
國
の
藩
臣
で
あ
り
、
既
に
朝
廷
の
詩
章
・
服
物
を
受
け
て
お
る
の
に
、
〔
安
南
の
〕
黎
賊
は
乃
ち
自
ら
鍍
金
銀
歯
・
九
章
菟
服
・
玉
帯
な
ど
の
物

　
を
造
っ
て
、
む
り
や
り
そ
の
王
に
賜
っ
て
い
る
の
は
十
七
番
輿
の
罪
で
あ
る
。

と
あ
る
。
安
南
が
隣
国
の
占
城
を
圧
迫
し
、
明
の
支
配
の
形
式
を
ま
ね
て
鍍
金
銀
面
と
九
章
冤
服
を
下
賜
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
大
罪

と
さ
れ
る
の
は
、
印
章
と
冠
服
の
下
賜
は
天
子
の
専
権
だ
と
い
う
認
識
が
、
明
側
に
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
逆
に
安
南
が
そ
の
形
式
を

踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
こ
の
時
点
で
印
章
と
面
喰
の
下
賜
が
、
上
封
時
の
一
般
的
な
儀
礼
と
し
て
周
辺
諸
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
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た
こ
と
を
物
語
る
。
価
値
を
共
有
す
る
周
辺
諸
国
の
間
で
ぱ
、
明
に
よ
る
序
列
化
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

今
後
よ
り
掘
り
下
げ
て
分
析
す
べ
き
問
題
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
以
上
の
事
実
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

①
こ
う
し
た
概
念
を
最
初
に
提
示
し
た
の
は
、
岩
井
茂
樹
「
明
代
中
国
の
礼
捌
覇

　
権
主
義
と
束
ア
ジ
ア
の
秩
序
」
魍
東
洋
文
化
臨
八
十
五
号
、
二
〇
〇
五
年
で
あ
る
。

②
　
金
子
修
一
門
唐
代
珊
封
蝋
一
斑
一
周
辺
土
民
族
に
お
け
る
「
王
」
号
と
「
国

　
王
扁
号
一
」
『
陵
麿
の
属
際
秩
序
と
東
ア
ジ
ア
臨
名
著
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年
、

　
初
出
は
一
九
八
四
年
。

③
金
子
修
一
「
磐
代
の
異
民
族
に
お
け
る
郡
追
号
中
備
②
著
欝
所
収
（
初
出
は
一

　
九
八
六
年
）
で
は
、
唐
代
の
王
の
序
列
を
入
王
－
国
王
一
徳
化
王
一
郡
王
」
の
順

　
に
記
し
て
い
る
。

④
糊
明
英
宗
実
録
臨
正
統
十
一
年
十
一
月
開
申
。

⑤
門
明
神
宗
実
録
』
万
暦
元
年
四
月
丙
辰
。

こ
の
点
は
、

⑥
『
明
太
宗
実
録
㎞
永
楽
十
一
年
七
月
戊
寅
。

⑦
永
楽
時
代
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
の
冊
封
に
関
し
て
は
、
子
黙
穎
・
薄
音
湖
「
明
永

　
楽
時
期
瓦
刺
三
王
仁
和
寧
王
難
冊
封
」
『
内
蒙
古
社
会
科
学
臨
機
二
十
二
巻
第
三

　
期
、
二
〇
〇
　
年
参
照
。

⑧
明
朝
の
秀
吉
珊
封
を
め
ぐ
る
最
近
の
研
究
と
し
て
、
三
木
聰
「
万
無
封
倭
考

　
（
そ
の
一
）
一
万
暦
二
十
二
年
五
月
の
「
封
質
」
申
止
を
め
ぐ
っ
て
」
『
北
海
道
大

　
学
文
学
研
究
科
紀
要
隔
　
｝
〇
九
号
、
二
〇
〇
一
瓢
年
、
陶
仁
万
暦
堂
堂
考
（
そ
の

　
二
ご
万
暦
二
十
四
年
五
月
の
九
卿
・
科
道
会
議
を
め
ぐ
っ
て
偏
『
乾
海
道
大
学
文

　
学
研
究
科
紀
要
』
一
＝
舌
万
、
二
〇
〇
四
年
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

⑨
　
『
明
英
宗
実
録
撫
天
順
八
年
三
月
丙
辰
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
に
関
す
る
従
来
の
研
究
で
は
、
中
国
王
朝
の
与
え
た
官
爵
や
王
畳
か
ら
朝
貢
国
の
序
列
を
検
討
す
る
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
国
際
秩
序
を
原
理
面
か
ら
考
察
し
た
研
究
は
砦
無
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
中
で
本
稿
は
、
爵
制
的
秩
序
、
官
僚
制
的
秩
序
、

宗
法
秩
序
の
三
つ
の
秩
序
に
注
費
し
、
中
国
王
朝
が
そ
れ
ら
を
選
択
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
東
・
北
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
の
維
持
を
図
っ
て

き
た
こ
と
を
具
体
的
事
例
に
基
づ
き
論
証
し
た
。
な
か
で
も
宗
法
秩
序
は
他
の
二
つ
の
秩
序
と
異
な
り
、
元
来
は
鱈
臣
関
係
に
包
摂
で
き
な
い

強
大
な
諸
国
家
を
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
を
中
国
的
論
理
の
中
に
取
り
込
み
中
国
の
優
位
性
・
対
等
性
を
保
持
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

朝
貢
体
綱
の
将
外
に
あ
る
諸
国
家
を
朝
貢
体
制
と
齪
慰
す
る
こ
と
な
く
、
中
国
中
心
の
国
際
秩
序
の
中
に
捉
え
直
し
た
も
の
こ
そ
、
宗
法
秩
序

で
あ
っ
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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こ
の
宗
法
秩
序
の
役
割
が
、
大
き
く
変
化
す
る
の
が
明
代
で
あ
る
。
明
朝
は
朝
貢
一
元
体
制
と
い
う
極
め
て
厳
格
な
政
治
体
制
を
採
用
し
た

が
、
そ
の
体
舗
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
か
ら
補
強
し
た
の
が
宗
法
秩
序
に
他
な
ら
な
い
。
朝
貢
体
制
を
支
え
る
伝
統
的
な
爵
制
的
秩
序
や
官
僚
制

　
　
　
　
　
　
①

的
秩
序
と
は
別
に
、
今
ま
で
朝
貢
体
制
と
は
無
縁
の
宗
法
秩
序
で
蟹
玉
を
豊
麗
づ
け
、
華
夷
～
家
の
理
念
世
界
を
可
視
化
す
る
こ
と
で
朝
貢
体

制
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。
朝
貢
体
制
に
包
摂
で
き
な
い
諸
国
家
・
諸
民
族
に
適
用
さ
れ
て
い
た
宗
法
秩
序
が
、
新
た
に
朝
貢
体
制
を
正
当

化
す
る
根
拠
へ
と
転
換
し
た
わ
け
で
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
国
を
朝
貢
国
だ
と
し
た
明
朝
独
霞
の
仮
構
の
上
に
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
さ
に
朝
質
　
元
体
制
を
支
え
る
思
想
的
装
置
と
し
て
、
朝
貢
体
網
に
内
在
化
さ
れ
た
も
の
こ
そ
宗
法
秩
序
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
讐
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
明
代
の
朝
貢
体
制
か
ら
清
新
の
互
市
体
制
へ
と
い
う
図
式
は
、
今
日
で
は
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
始

め
て
い
る
。
実
際
、
明
と
清
の
朝
里
國
を
比
較
す
る
と
そ
の
差
は
歴
然
と
し
て
お
り
、
明
代
で
は
六
十
余
論
の
海
外
諸
国
が
来
貫
し
た
の
に
対

②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
、
清
代
の
朝
貢
国
は
名
羅
だ
け
の
爾
欧
諸
国
を
除
け
ば
わ
ず
か
六
力
国
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
六
国
で
す
ら
清
朝
の
作
為
の
賜
物
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

あ
り
、
純
粋
な
朝
貢
国
は
朝
鮮
・
越
南
（
安
南
）
・
琉
球
の
三
国
だ
け
で
あ
っ
た
。
か
た
や
朝
貢
国
で
は
な
く
て
、
互
市
の
た
め
に
の
み
来
航

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
国
家
は
漸
増
し
、
牽
九
世
紀
初
頭
の
『
嘉
慶
大
二
会
典
』
で
初
め
て
「
互
市
国
土
と
い
う
名
称
が
生
ま
れ
る
に
至
る
。
こ
う
し
た
趨
勢
を

見
れ
ば
、
清
代
を
互
市
体
翻
の
時
代
と
捉
え
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
。
事
実
、
互
市
体
制
論
は
互
属
国
の
名
称
の
登
場

を
画
期
と
み
な
し
、
立
論
の
大
き
な
根
拠
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
名
称
の
成
立
や
数
の
増
大
を
も
っ
て
即
、
互
市
体
制
の
成
立
に

繋
げ
る
の
は
早
計
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
華
夷
秩
序
の
観
点
か
ら
若
千
の
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
一
般
に
明
代
と
清
代
の
朝
貢
体
制
を
比
較
し
て
、
朝
貢
画
数
や
細
部
で
の
異
同
を
論
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
体
棚
そ
の
も
の
の
構
造
的
な

違
い
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
盤
質
体
棚
を
支
え
る
華
無
秩
序
（
国
際
秩
序
）
の
構
造
に
お
い
て
は
、
明
と
清
と
で
は

大
き
な
絹
違
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
あ
え
て
繰
り
返
せ
ば
、
明
代
の
朝
貢
＝
兀
体
面
は
、
華
夷
一
家
の
宗
法
秩
序
を
取
り
込

む
こ
と
で
理
論
武
装
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
誌
代
に
な
る
と
、
こ
の
状
況
に
変
化
が
起
こ
る
。
清
は
明
と
違
い
周
辺
諸
国
に
対
し
、
冤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

服
や
蜜
蝋
冠
服
の
下
賜
を
行
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
穂
並
秩
序
の
理
念
測
華
夷
一
家
の
具
現
化
・
可
視
化
を
放
棄
し
た
こ
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と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
の
背
景
に
は
明
代
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
た
清
代
の
国
際
環
境
が
想
定
で
き
、
そ
こ
で
は
宗
法
秩
序
が
必
要
と
さ
れ
な
く

な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
有
り
体
に
い
え
ば
、
朝
貢
国
が
極
端
に
減
少
し
た
清
代
で
は
、
宗
法
秩
序
を
具
現
化
・
可
視
化
す
る
意
義
が
ま

っ
た
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
事
態
が
出
来
し
た
裏
に
は
、
朝
貢
体
制
に
包
括
で
き
な
い
諸
国
家
の
増
大
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
が
あ
る
。

朝
貢
＝
兀
体
制
の
崩
れ
た
清
里
に
は
、
明
代
と
は
異
な
る
薪
た
な
国
際
秩
序
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
朝
貢
体
制
の
将
外
に
あ
る
諸
墨
家

を
、
清
朝
を
中
心
と
す
る
国
際
秩
序
の
中
に
朝
貢
と
は
別
の
論
理
で
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
唐
宋
時
代
に
遊
牧
諸
国
家
を
親
親

の
宗
法
秩
序
で
読
み
替
え
た
よ
う
に
、
非
朝
貢
国
の
存
在
を
中
国
的
論
理
で
正
中
化
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た

要
請
に
基
づ
き
生
み
嵐
さ
れ
た
の
が
、
互
市
国
の
規
定
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
朝
貢
国
に
包
含
で
き
な
い
海
外
諸
国
を
互
市
国
と
い
う
範

疇
で
括
り
、
中
華
の
天
子
の
「
一
視
同
仁
偏
の
思
想
で
華
夷
秩
序
の
列
に
組
み
入
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
清
文
宗
実
録
』
至
忠
十
年
（
～
八

六
〇
）
八
月
乙
丑
に
、

　
朕
、
簑
海
（
天
下
）
を
礁
落
す
る
こ
と
　
視
嗣
仁
。
外
洋
の
諸
国
の
互
市
通
商
す
る
こ
と
は
、
原
よ
り
禁
ぜ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。

と
の
威
豊
帯
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
清
朝
に
と
り
「
外
洋
の
諸
国
」
は
す
べ
て
恩
恵
を
施
す
べ
き
夷
秋
の
国
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
互

市
國
と
は
、
朝
貢
圏
以
外
の
そ
れ
ら
夷
狭
の
国
を
グ
ル
ー
プ
化
し
た
際
の
総
称
に
す
ぎ
な
い
。
い
わ
ば
朝
貢
体
湖
か
ら
離
脱
し
た
諸
国
を
伝
統

的
な
思
葉
秩
序
で
か
ら
め
と
り
、
朝
貢
国
の
外
縁
に
あ
ら
た
め
て
配
置
す
る
。
清
朝
は
直
接
支
配
の
及
ば
ぬ
互
市
国
を
、
こ
の
論
理
で
も
っ
て

主
観
的
に
は
中
国
中
心
の
国
際
秩
序
の
申
に
留
め
置
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
確
か
に
清
里
の
対
外
交
流
で
、
互
市
が
主
流
と
な
っ
た
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
互
市
の
量
的
拡
大
が
互
市
の
体
制
化
と
同

義
で
な
い
こ
と
は
、
互
市
の
盛
行
し
た
宋
元
時
代
の
例
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
ま
し
て
樽
代
の
互
市
国
が
旧
来
の
華
墨
秩
序
で
捉
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
清
朝
自
体
が
互
市
国
に
特
別
の
意
味
を
付
与
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
事
実
を
措
い
て
、
互
市
の
体

制
化
を
強
調
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
伝
統
的
な
華
夷
秩
序
を
超
克
し
た
薪
た
な
互
市
概
念
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
実
現
し
な
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い
限
り
、
互
市
が
体
制
と
し
て
の
根
拠
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
互
市
体
制
と
は
～
体
何
な
の
か
。
こ
ん
な

最
も
基
本
的
な
問
い
掛
け
に
す
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
明
確
な
解
答
は
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
互
市
体
制
の
概
念
化
は
よ
う
や
く
緒
に
つ
い
た
ば

か
り
で
あ
り
、
解
決
す
べ
き
課
題
は
山
積
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
な
の
で
あ
る
。
二
千
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
華
夷
秩
序
の
伝
統
は
、
ま

だ
ま
だ
行
く
手
に
立
ち
塞
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

①
一
般
に
明
代
の
誘
爆
は
「
二
二
昂
秩
」
の
規
定
を
除
き
、
具
体
的
な
官
職
は
与

　
え
ら
れ
て
い
な
い
が
（
陪
臣
に
は
都
督
同
国
・
都
督
倉
二
等
が
与
え
ら
れ
た
）
、

　
琉
球
王
や
秀
吉
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
官
服
が
下
賜
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た

　
（
前
掲
、
豊
見
山
・
大
庭
論
文
参
照
）
。
た
だ
し
官
服
の
種
類
や
恥
曝
は
種
々

　
様
々
で
、
実
質
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
明
代
の
蕃
王
へ
の
官
服

　
の
下
賜
は
、
官
僚
制
的
秩
序
の
名
残
を
示
す
も
の
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

②
『
万
暦
大
明
会
典
撫
巻
一
〇
五
、
就
部
、
朝
貢
…
、
同
書
㎜
〇
六
、
礼
部
、
朝

　
貢
二
。（

本
稿
は
二
〇
〇
七
年
十
一
月
二
項
の
史
学
研
究
会
大
会
で
の
講
演

脱
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

③
開
田
慶
大
二
会
典
隔
巻
三
十
｝
礼
部
、
主
客
清
吏
司
。

④
玄
馬
進
コ
穴
〇
九
年
、
霞
本
の
琉
球
謎
合
以
降
に
お
け
る
中
黒
・
朝
鮮
の
対

　
琉
球
外
交
i
東
ア
ジ
ア
軍
国
に
お
け
る
柵
封
、
通
信
そ
し
て
杜
絶
一
」
糊
朝

　
鮮
史
研
弛
九
ム
云
熟
田
・
又
集
臨
第
闘
十
⊥
ハ
焦
仙
、
　
二
〇
〇
八
年
。

⑤
註
③
に
罰
じ
。

⑥
琉
球
王
朝
に
つ
い
て
い
え
ば
、
清
よ
り
下
賜
さ
れ
た
習
物
で
独
自
に
思
弁
冠
服

　
を
仕
立
て
て
着
用
し
て
い
た
と
い
う
。
前
掲
、
豊
見
山
論
文
参
照
。

「
十
四
～
十
七
世
紀
の
海
禁
と
朝
貢
・
互
市
の
構
図
」
の
前
半
部
を
、
大
幅
に
改
め
て

（
窟
都
女
子
大
学
文
学
部
教
授
〉
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Foreign　Policy　of　the　Ming　Dynasty　and　lnternational　Order　in　East　Asia：

　　　　　　　　　　　Towards　an　Understanding　of　the　Tribute　System

by

DANJo　Hiroshi

　　Although　studies　of　the　intemational　order　in　Eas£　Asia　have　examined　the　raRk－

iRg　of　£ributary　states　ftrom　the　point　of　view　bestowal　of　titles　of　othcials　and

nobility　and　princely　designations，　there　have　been　no　studies　that　coRsider　the　in－

ternational　order　in　terms　of　its　basic　principle．　Given　this　cir¢umstance，　this　study

focuses　on　three　types　of　hierarchical　relations　that　operated　in　intemationa！　poE－

tics　：　1）　order　based　iR　a　system　that　granted　titles　of　nobllity，　i．e．　noble　ranks

were　bestowed　on　monarchs　in　iributary　states　by　Chinese　emperors　；　2）　order

based　on　the　bureaucratic　system，　i．e．　official　ranks　were　bestowed　on　monarchs

of　tributary　states　by　Chinese　emperors　；　3）．　order　based　on　tke　patriarchal　clan

system，　i．e．　liBking　monarchs　of　neighboring　states　in　pseudo－familial　rela£ionships

to　emperors　of　the　Chinese　court．　Based　on　concrete　examples，　1　demonstrate

that　by　using　these　systems　of　order　selectively　Chinese　dynasties　devised　ways

to　maintain　international　order　in　East　and　Northern　Asia．　The　patriarchal　clan　sys－

tem　dffered　from　the　other　two　systems　of　ranking．　lt　was　used　for　large　states

that　could　not　be　subsumed　under　the　rubric　of　lord　and　subject　and　iRcorporated

them　into　a　Chinese　iogic　that　was　designed　to　maintain　the　superiority　or　equality

of　China．　There　was　no　contradiction　between　the　states　outside　the　framework　of

the　system　and　the　tribute　system　itself，　and　it　can　be　said　that　it　was　precisely

tlte　patriarchal　clan　system　of　ranking　that　allowed　the　repositioning　of　them　witBin

the　sinocentric　international　order．

　　The　role　of　the　patriarchal　clan　system　changed　greatly　duying　tke　Ming　dynas－

ty．　The　Ming　dynasty　adopted　a　particularly　strict　poRcy　of　employing　a　unitary　tri－

bute　system　in　wltich　£he　only　pemissible　relatioRship　with　foreign　states　was　the

tributary　one．　However，　it　was　the　very　ideology　of　the　patriarchal　clan　system

that　reinforced　this　system．　Aside　from　the　traditionai　systems　of　granting

bureaucratic　ranks　and　bestowing　titles　of　nobility，　foreign　rulers　could　be　bes－

towed漉α吻or　pibian　guanfa，　caps　and　gowns，　that　were　based　on　the　patriar－

chal　clan　system　relationships　of　father　and　child　or　grandfather　and　grandson，　and

this　legitirnized　the　trtbute　system　by　envisioning　an　ideal　world　of　Chinese　and
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barbarian　as　a　single　family．　The　patriarchal　clan　system　of　yaRking　that　was　ap－

plied　to　states　and　peoples　that　ceuld　not　be　included　in　the　tributary　system　was

transformed　into　a　justdication　of　a　new　tribute　system．　This　allowed　the　Ming　to

form　a　unique　system　that　saw　all　natioRs　as　tributary　states．　The　patriarchal　clan

system　order　was　jnSernalized　in　the　tribute　system　as　an　ideological　device　that

supported　the　unitary　tribute　system．

　　However，　a　change　in　the　situation　occurred　during　tlte　Qing　dyfiasty．　Unlike

the　Ming，　the　QiRg　did　not　bestow　tke　mianfu　or　pibian　guanfo｛　on　neighboring

states　that　essentialiy　meant　the　abandonment　of　the　vision　or　realjzatioR　of　ideal－

ized　order　of　Chlnese　and　barbarian　ln　which宅he　two　were　one　fam塁y．　D曲g　the

Qing　dynasty，　the　number　of　tributary　states　decreased　drasticaily，　and　the　signifi－

caRce　of　applying　the　patriarchal　clan　system　of　rar｝king　to　the　trtbute　system

ceased　completely．　ln　contrast，　with　the　collapse　of　the　unitary　trtbute　system，

the　Qing　dynasty　came　to　seek　an　internatioRal　order　dfiering　from　that　ef　the

Mifig．　This　meaRt　there　was　a　need　to　use　a　dfferent　logic　to　dea！　with　countries

outside　the　framework　of　the　tribute　system　rather　than　£hat　of　the　interznational

order　of　the　tribute　system　centered　on　the　Qing．

　　IB　conclusion，　one　may　assume　that　what　was　generated　from　this　need　was　the

concept　of　hushiguo　（states，　whick　dld　not　offer　tribute，　but　that　conducted　trade，

hushab　as　seen　in　the　Daqing－huidan．　This　wouid　subsume　countries　tltat　could　not

be　inciuded　in　’ 狽?ｅ　tribute　system　in　the　category　of　trading　states，　and　thus　insert－

ing　tkem　within　the　rubric　of　a　Chinese－and－barbarian　order　based　on　tke　ideology

of　the　universal　benevolence　of　the　Chinese　emperor．　ln　a　sense，　the　binding　of

the　vartous　states　that　had　faRen　outside　the　tribute　system　into　traditionai　order

of　Ckinese　aRd　barbarian　was　a　way　of　repositioning　them　on　the　outer　orbit　of　the

tribute　system．　Using　this　logic，　trading　couRtries　that　were　beyond　the　direct

control　of　the　Qing　dynasty　were　kept　within　the　international　oyder　that　was　ceR－

tered　subjectively　on　Chna．　There　is　a　tendency　today　to　ca11　this　system　a　“trad－

ing　system，”　but　as　long　as　the　trading　countries　can　be　grasped　in　terms　of　the

Cbinese－barbarian　order，　and　to　the　extent　that　there　ls　no　indicatjon　that　a　new

concept　of　mutual　trade　suppiaRted　that　of　the　Chinese－barbariaR　order，　how　can

an　argument　co舳g　the　ex呈stence　of　such　a　trading　system　be　made？　This

means　there　is　sdil　much　room　for　debate　yegarding　the　ongoing　tkeoiy　ef　a　trad－

ing　system　tha£　remains　to　be　completed．
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